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第1章 豊川市の公共建築物の現状と課題 

1 豊川市公共施設中長期保全計画の目的と位置付け 

(1) 現状 

豊川市（以下、「本市」という）は、高度経済成長期における人口増加や市民サー

ビスの向上と都市機能の充実を図るため、学校教育施設や体育施設、子育て支援施設

などの整備を進めてきました。 

これらの建物は老朽化が著しく進行しており、令和 7年度時点で約 77％、10年後の

令和 17年度には約 90％、15年後の令和 22年度には約 94％が築 30年以上経過するこ

とになります。 

老朽化の進行の対策のために、公共建築物の計画的な点検・修繕・改修を行い、施

設をできる限り長く安全に使用する、長寿命化＊に資する取組として、平成 28 年 8 月

に「豊川市公共施設中長期保全計画」（以下「本計画」という）を策定し、国府小学

校大規模改修工事、豊川市役所北庁舎空調設備改修工事や豊川生涯学習センター大規

模改修工事などを実施しています。 

(2) 課題 

本計画に基づき計画的な長寿命化＊を実施してきましたが、公共建築物は昭和 40 年

代後半から 50 年代にかけて建設された施設が多く、老朽化への対策として昨今の物

価上昇に伴う改修費の増加も踏まえた取組が必要となること、また、人口減少や少子

高齢化が進み、人口構成の変化や財政支出の構造が大きく変化することが予測され、

厳しい財政状況となることで維持費用が十分に確保できなくなる可能性があります。 

(3) 計画期間 

豊川市公共施設中長期保全計画（以下「本計画」という）は、公共建築物のライフ

サイクルコスト＊を縮減・平準化＊を推進するため、計画期間は継続し、令和 12 年ま

でを射程としつつ、中期的な視点から、5 年を 1 期とした短期的な視点に立った計画

として、令和 8年度から令和 12年度までの 5年間の保全計画書を作成します。 

図表 計画期間のイメージ 

 

 

 

第Ⅰ期 

H28～R2 

第Ⅱ期 

R3～R7 

第Ⅲ期 

R8～R12 

豊川市公共施設

中長期保全計画 

 

 

 

  

保全計画書 

 

 

 

  

  

本文中で「＊」が付いた語句については、巻末に語句説明を掲載しています。 
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(4) 目的と位置付け 

本計画は、本市の公共建築物の劣化状況を踏まえ、令和 12 年度までに必要となる

予算の抽出と令和 8年度から令和 12 年度までの 5 年間における長寿命化＊や工事優先

度＊を考慮しながら保全工事を抽出し、必要に応じて費用の平準化＊を図ることを目的

とします。 

本計画の位置付けは、本市の基本的な政策を定めた最上位計画である「第 7 次豊川

市総合計画＊」に即し、公共施設等の基本的な管理の方針を定めた「第 2 期豊川市公

共施設等総合管理計画＊」における公共建築物のうち、長寿命化＊を図る施設保全業務

を実施するための計画であり、公共建築物の再編事業の方針を定めた「第 2 期豊川市

公共施設適正配置計画」と連携を図ります。 

 

図表 豊川市公共施設中長期保全計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第 7次豊川市総合計画＊ 

第 2期豊川市公共施設等総合管理計画 

施設の再編事業・施設保全業務の実施 

公共建築物 プラント系施設 

豊川市公共施設中長期保全計画 

（3期 15年）【1期 5年間】 

6 つの重点取組と 9 のリ

ーディング事業の推進 

保全計画書 

（1期 5年） 

第 2期豊川市公共施設適正配置計画 

（10年）【必要に応じて見直し】 

連
携 

インフラ＊系施設 
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2 本計画の対象施設の考え方 

(1) 基本的な考え方 

本計画における保全計画対象施設は、第 2 期豊川市公共施設等総合管理計画により

定めた施設を基にして、 

 

①第 2期豊川市公共施設適正配置計画（6つの重点取組と 9のリーディング事業） 

②公共施設構造体＊耐久性調査評価結果 

③個別施設計画 

 

の 3つの視点を踏まえ、毎年、対象施設の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 6つの重点取組と 9のリーディング事業の 

推進による施設の見直し 

（第 2期豊川市公共施設適正配置計画） 

 

②技術的な要因による施設の見直し 

（公共施設構造体＊耐久性調査評価結果） 

 

③各施設計画を参考とした見直し 

（個別施設計画） 

 

第 2期豊川市公共施設等総合管理計画の公共建築物（保全計画対象施設） 

 

3つの視点 

注）清掃工場等のプラント系・インフラ系施設、公園トイレ等の無

人・小規模施設、市民病院を除く 187施設 386棟を対象施設としま

す。 
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(2) 保全計画対象施設の選定 

① 保全計画対象施設の選定 

第 2 期豊川市公共施設等総合管理計画の公共建築物（保全計画対象施設）から、市

営住宅の木造・コンクリートブロック造（CB 造）で、築 30 年以上経過し廃止が決定

している施設を除いた上で、3 つの視点ら施設の見直しを実施し、保全計画対象施設

と定めていき、予防保全＊と事後保全＊に分類します。なお、今後も継続的に実施して

いく公共施設構造体＊耐久性調査評価結果も踏まえ、対象施設の見直しを行います。 

 

図表 保全計画対象施設の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）保全計画対象施設数及び棟数は、令和 7年 4月 1日現在のものです。 

 

② 事後保全（撤去など） 

木造、CB 造の築 30 年以上経過し廃止が決定している施設は 4 棟です。これらは、

本計画では保全対象外施設として扱い、事後保全＊の更新＊周期を超えた時点で、施設

のあり方について検討する方針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

庁舎・学校・保育園・地区

市民館・図書館・体育館 

など 

（187施設 386棟) 

木造、CB造で築 30年 

以上又は廃止が決定して

いる施設 

（4棟）を除く 

庁舎・学校・保育園・地区市

民館・図書館・体育館など 

（382棟） 

豊川市公共施設中長期 

保全計画の保全計画対象施設 

第 2期豊川市公共施設等総合管理計画

の公共建築物（保全計画対象施設） 

豊川市公共施設中長期保全計画の保全計画対象施設 

予防保全＊（候補） 事後保全＊（撤去など） 

左記以外 木造、CB 造で築 30 年

以上で廃止が決定して

いる建物 

第 2期豊川市公共施設等総合管理計画の公共建築物（保全計画対象施設） 

豊川市公共施設中長期保全計画の保全計画対象施設 

187施設 386棟 

382棟 4棟 

事後保全＊ 予防保全＊ 

32棟 350棟 

左記以外 
【個別施設計画】 
個別施設計画において予

防保全＊することが定め

られていない建物 
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(3) 公共建築物の現状把握 

① 施設類型別延床面積 

本計画の対象とする公共建築物は、以下の 187 施設 386 棟で、施設類型別の延床面

積は、下表の通りです。 

 

図表 公共建築物の施設類型別延床面積内訳 

注）比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中分類 小分類 施設数 棟数 延床面積（㎡） 構成比率 

庁舎 庁舎 5 7 23,367.4 5.1% 

文化施設 文化施設 6 6 22,400.8 4.9% 

保健・福祉施設 

保健施設 3 4 3,732.9 0.8% 

高齢者福祉施設 9 10 13,952.3 3.1% 

障害者福祉施設 2 2 497.1 0.1% 

その他福祉施設 3 5 3,512.0 0.8% 

児童福祉施設 児童福祉施設 21 21 5,905.1 1.3% 

保育園  保育園 23 42 20,947.4 4.6% 

観光施設 観光施設 4 5 3,760.7 0.8% 

地区市民館等 地区市民館等 27 28 12,710.4 2.8% 

公営住宅施設 公営住宅施設 23 39 77,542.0 17.1% 

消防・防災施設 
消防施設 5 5 4,947.4 1.1% 

防災施設 1 1 1,205.6 0.3% 

学校教育施設 学校施設 36 188 222,558.7 49.0% 

生涯学習施設 生涯学習施設 12 13 17,110.0 3.8% 

体育施設 体育施設（有人施設） 7 10 20,260.1 4.5% 

合計 187 386 454,409.9 100.1% 

生涯学習施設 保育園 庁舎 
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② 延床面積の変遷 

本市の公共建築物の延床面積の変遷は、昭和 41 年度頃から右肩上がりで増加して

きましたが、平成 17年度頃からはほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

③施設類型別延床面積の割合 

本市の施設類型別の延床面積の割合は、学校施設が最も多く、約 49.0％

（222,558.7 ㎡）です。次いで公営住宅施設の約 17.1％（77,542.0 ㎡）となっています。 

 

  

庁舎

5.1%

文化施設

4.9% 保健施設

0.8%

高齢者福祉施設

3.1%
障害者福祉施設

0.1%

その他福祉施設

0.8%

児童福祉施設

1.3%

保育園

4.6%

観光施設

0.8%

地区市民館等

2.8%

公営住宅施設

17.1%

消防施設

1.1%

防災施設

0.3%

学校施設

49.0%

生涯学習施設

3.8%

体育施設（有人施設）

4.5%

（中分類による集計） 

（小分類による集計） 
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④ 施設類型別延床面積の年度別整備状況 

本市の公共建築物の施設類型別延床面積の年度別整備状況は、昭和 40 年代中頃か

ら昭和 60 年代前半まで、学校教育施設の面積が多く占めています。その間昭和 44 年

度に市役所（本庁舎）、昭和 53 年度に文化会館が整備されました。その後、平成 2 年

度に総合体育館、平成 11年度に中央図書館が整備されています。 

耐震基準別の延床面積は、昭和 56 年度の建築基準法の改正により、旧耐震基準＊

（昭和 56年度以前）による建築物が 229,803㎡（約 51％）、新耐震基準＊（昭和 57年

度以降）による建築物が 224,607㎡（約 49％）となっています。 

 
 

⑤ 施設類型別の棟数の年度別整備状況 

本市の公共建築物の施設類型別棟数の年度別整備状況は、昭和 40 年度頃から昭和

63年度頃まで、学校施設が多く建設されています。次いで、保育園、公営住宅施設と

なっています。 
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3 劣化状況等の把握 

(1) 劣化調査の基本的事項 

本市の公共建築物のうち、386 棟について、劣化状況やその他の問題点等について、

安全性、機能性などの観点から目視による点検を行いました。 

 

① 点検対象部位 

劣化調査の対象となる部位は、屋根、外装、内装、躯体、基礎、機械設備、電気設

備、屋外の 8部位です。 

 

② 判定基準 

建築物の劣化判定は、以下の「建築物の劣化に関する判定基準表」に基づき、点検

対象部位項目ごとに 4段階で行います。 

 

図表 建築物の劣化に関する判定基準表 

判
定 

劣化状況 

劣化判定の定量的評価の目安 
1)ひび割れ 

外内装、屋外

等 

2)浮き剥離 

外内装 、 躯

体、設備等 

3)腐食（錆） 

外内装 、 躯

体、設備等 

4)破損・欠損 

躯体、基礎、

屋外等 

5)作動不良 

設備等 

A 
健全（ひび割れやへこみなど

の劣化が無い、または、殆ど

無い状態。） 

劣化部が全

体の 0～10％ 

程度 

0～10％ 

程度 

部分的に錆

が発生 

(1％以下） 

- 

施設が問題なく本

来の機能を維持し

ている状態 

（築 10年を目安） 

B 

軽微な劣化がある状態（軽微

なひび割れやへこみはあるも

のの、現状では修繕の必要が

無い状態。） 

10～40％ 

程度 

10～30％ 

程度 

部分的に錆

が発生 

(1％を超え

33％未満） 

0～20％ 

程度 

多少の不具合が確

認されるが、施設

は機能している状

態 

（築 20年を目安） 

C 
重度の劣化がある状態（劣化

が進行し、部材の交換や部分

的な修繕が必要な状態。） 

40～70％ 

程度 

30～50％ 

程度 

部分的に錆

が発生 

(33％を超え

50％未満) 

20～30％ 

程度 

明らかに不具合な

箇所があり、施設

の機能が部分的に

損なわれている状

態 

（築 30年を目安） 

D 

最重要部材に重度の劣化があ

る状態及び部材の機能が全く

維持していない状態（劣化が

著しく進行し、部材の交換・

更新が必要な状態。） 

70～100％ 

程度 

50～100％ 

程度 

全体的に錆

が発生 

(50％以上) 

30～100％ 

程度 

施設本来の機能を

全く維持していな

い状態 

（築 40年以上を目

安） 

 

③ 点検調査票 

点検は、「建築物点検マニュアル・同解説」の 66 項目について、点検マニュアルチ

ェックシートにより、建築物の劣化に関する判定基準表に基づき実施します。 
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(2) 点検非対象施設の劣化状況の推定 

施設の劣化調査は、その劣化状況を把握し、本計画の優先度評価を行うための基礎

資料を得ることを目的に実施しています。劣化調査を実施していない一部の建物につ

いては、経過年数、構造、用途などが類似する施設（建物）の劣化調査の結果を参考

に、劣化状況を推定します。 

建築物の劣化判定結果を評価点に換算し、この評価点から、建築物の各部位ごとに

劣化状況を推定します 

※5年以内に建設した施設については A判定とします。 

 

① 建築物の構造と経過年数の関係 

建築物の屋根、外装等の各部位を構成する材料は、時間の経過とともに劣化が進行

します。また、建築物の構造や使用する材料の違いによって、劣化の進行状況は異な

ると考えられます。 

よって、構造別と経過年数より建築物の劣化状況を推定します。 

 

 

 
      劣化調査状況（本庁舎）         屋根の劣化状況（御津庁舎）      
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(3) 公共建築物の劣化状況 

本計画の対象となる 187施設 386棟の劣化状況について、築年別に整理します。 

今回の調査結果では、概ね経過年数とともに劣化が進む傾向が見られますが、日常

的な修繕により、一部で逆転現象も起きている状況が見受けられます。 

 

① 屋根の劣化状況 

 

注）比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 

 

② 外装の劣化状況 

 

注）比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 
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③ 内装の劣化状況 

 

注）比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 

 

④ 機械設備の劣化状況 

 
注）比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 
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⑤ 電気設備の劣化状況 

 

注）比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 

 

⑥ 屋外の劣化状況 

 
注）の比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 
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4 財政収支の見込み検討 

今後の公共施設等投資的経費＊(普通建設事業費)の見込みを把握するために、豊川

市中期財政計画＊では、今後の人口減少等による影響等を加味したものとなっていま

す。 

 

(1) 市全体の歳入の見込み（令和 8年度～令和 13年度） 

令和 8 年度当初予算（一般会計）を基に推計した財政推計による歳入の見込みは以

下のとおりです。 

 

図表 歳入見込み             単位：百万円 

年 度 

 

項 目 

令和 8 年度 

（基準年度） 
令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 

自 

主 

財 

源 

市税 31,194 31,025 31,359 31,686 31,525 31,804 

その他 9,322 9,581 9,853 8,241 9,697 8,744 

依 

存 

財 

源 

市債 6,848 7,148 12,534 4,319 3,671 4,068 

地方交付税＊ 7,650 7,850 7,850 7,950 7,950 7,950 

その他 29,226 27,936 29,362 28,005 27,708 27,935 

歳 入 総 額 84,240 83,540 90,958 80,201 80,551 80,501 
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(2) 市全体の歳出の見込み（令和 8年度～令和 13年度） 

令和 8 年度当初予算（一般会計）を基に推計した財政推計によると、歳出の見込み

は以下のとおりです。 

歳出総額における義務的経費が占める割合が約 50％となっています。今後、少子高

齢化がさらに進むことによる扶助費＊等の義務的経費や、老朽化した公共施設の計画

的な改修などによる事業進捗により投資的経費＊が増加する傾向です。 

 

図表 歳出見込み             単位：百万円 

年 度 

 

項 目 

令和 8 年度 

（基準年度） 
令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 

義 務 的 経 費 40,744 41,065 42,187 42,527 43,493 43,436 

消 費 的 経 費 26,767 24,784 24,751 24,664 25,649 25,306 

投 資 的 経 費 12,740 13,908 20,740 9,262 8,023 8,058 

そ の 他 経 費 3,989 3,783 3,280 3,748 3,386 3,701 

歳 出 総 額 84,240 83,540 90,958 80,201 80,551 80,501 
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5 公共建築物(保全計画対象施設)の施設更新費用等の実績 

公共建築物（保全計画＊対象施設）の過去 5 年間（令和 2 年～令和 6 年度）の施設

更新＊費用等の実績は、投資的経費＊決算額（普通建設事業費）より以下の通りです。 

過去 5 年間の平均は、新設・更新＊分が約 9.7 億円、改修等が約 26.6 億円、合計は

約 36.3億円となっています。 

 

図表 施設更新費用等の実績         単位：千円     

 
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均 

新設・更新分 1,781,910 1,041,635 311,626 824,192 888,005 969,474 

改修等 1,871,194 2,446,884 3,169,164 3,267,691 2,523,515 2,655,690 

合計 3,653,104  3,488,519  3,480,790  4,091,883  3,411,520 3,625,164  

 

 

  

1,781,910

1,041,635

311,626

824,192 888,005

1,871,194

2,446,884

3,169,164

3,267,691
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6 課題のまとめ 

これまでの現状把握の結果から抽出される課題を整理し、課題のまとめとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（課題 2）不足が予測される財源への対応 

昨今の物価上昇に伴い、改修費用等の増加が見込まれることや、本市の財政状

況は、少子高齢化の進展に伴い、税収の減少や扶助費＊の増加により、公共建築物

に充てられる財源が不足することが懸念されています。 

また、計画的な予防保全＊の実施に遅れが生じる場合には、突発的な修繕費用や

更新＊費用が必要となる可能性があります。 

（課題 1）建築物の老朽化への対応 

昭和 40 年代中頃から昭和 50 年代後半に整備された公共建築物は、築 30 年以上

を経過し、大規模改修＊などの実施により、一部の年代では劣化状況の改善がなさ

れているものの、劣化調査結果では概ね経過年数とともに劣化が進む傾向となって

います。 

（課題 3）持続可能な公共サービスの提供 

公共建築物は老朽化した後の建て替えの際に必要となる更新＊費に加え、市民に

公共サービスを持続的に提供していくための費用として、人件費や水道光熱費な

どの維持管理費（ランニングコスト＊）が必要となり、これは更新＊費として必要

な額よりも大きな金額となる可能性があります。 
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7 基本方針 

本市の公共建築物について、前述の課題を踏まえ、全庁的な取組により全体最適化

を目指し、「質の確保」、「コストの縮減」、「支出予算の平準化＊」の 3 つの基本方針を

定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本方針 2）公共建築物のコストの縮減 
公共建築物の質を確保するための費用（コスト）を縮減するために、修繕・改

修工事を計画的・予防的に行うことにより、「公共建築物の長寿命化＊」を図りま

す。長寿命化＊により、建替えにかかる巨額の費用や突発的に生じる過大な改修費

用を抑えるとともに、劣化調査等の結果を検証し、可能な限り施設の使用年数の

延伸を図り、単年度当たりのライフサイクルコスト＊の縮減に寄与します。 

また、第 2 期豊川市公共施設適正配置計画や各個別施設計画に示される将来方

針との整合を図った対象施設のあり方の見直しを行うものとし、公共サービスの

提供にあたり、既存の施設を現状の規模のままで維持していくことの妥当性を検

証し、引続き、コストの縮減に寄与する延床面積の「総量の縮減」の実現を目指

します。 

（基本方針 1）公共建築物の質の確保 
公共建築物は、広く市民が利用する施設として、施設の安全性が適切に担保さ

れ、快適性や使いやすさを向上させながら、省エネルギーや環境負荷の低減に配

慮した施設機能を維持することが重要です。そのため、劣化点検や公共施設構造

体＊耐久性調査の結果を踏まえ、適切な内容および時期に修繕・改修工事を行い、

質を確保し続けることが必要です。 

引続き、劣化調査や公共施設構造体＊耐久性調査を定期的に行い、専門技術者に

よる横並びの評価を行うことで劣化等の状況を的確に把握し、緊急度の高い劣化

については速やかに修繕等を実施する体制を整えるため、工事履歴などの「施設

情報の一元化」を行います。 

（基本方針 3）公共建築物にかかる支出予算の平準化＊ 
公共建築物のコストの縮減により、各年度の保全にかかる経費をできる限り抑

制すると共に、限られた予算内で公共建築物の性能を維持していくためには、「公

共サービス水準」や「工事の優先順位」を定め、一時期に予算の支出が集中しな

いように平準化＊に配慮し、必要性の高い工事から優先的に執行します。 

また、事業費ベースでの将来の維持更新＊費用を算定し、財政シミュレーション

の結果による年度ごとの充当可能額との比較を行い、各年度にどの程度の費用が

必要となるか検討を行います。 
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第2章 改修内容 

1 改修周期の設定 

(1) 日常修繕・大規模改修の周期と単価設定 

建物全体の建設費（施設類型別㎡単価×延床面積）に対する部位ごとの構成比率を

設定して部位ごとの建設費を算出した上で、日常修繕と大規模改修＊それぞれの比率

により、部位ごとの金額を算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

  建設費内訳 日常修繕費用 大規模改修費用 

建設費 

（千円） 
部位 

構成 

比率 

部位 

建設費 

（千円） 

日常 

修繕 

費率 

日常修繕 

金額 

（千円） 

大規模 

改修 

費率 

大規模改修 

金額 

（千円） 

2,102,800 

屋根 12％ 252,336 10％ 25,234 50％ 126,168 

外装 8％ 168,224 10％ 16,822 15％ 25,234 

内装 18％ 378,504 10％ 37,850 30％ 113,551 

躯体 25％ 525,700 － － － － 

基礎 14％ 294,392 － － － － 

機械 10％ 210,280 30％ 63,084 － － 

電気 10％ 210,280 30％ 63,084 － － 

屋外 3％ 63,084 5％ 3,154 15％ 9,463 

 計 100％ 2,102,800     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【建物全体】 

屋根 

外装 

… 

×○％ 

×○％ 

… 
【部位】 【費率】 

×○％ 

ｘ○％ 

… 

【構成比率】 

○○円 

○○円 

… 

【金額】 

建

替 

日

常 

大

規

模 

日

常 

大

規

模 

日

常 

日常修繕 

大規模改修＊ 

【改修周期のイメージ】 

建物の基本性能を維持するために予防保全＊的に実施される工事 

施設の建替えは、一般的な RC造の場合、80年 

 

建物を良好に維持するために必要な部分的な工事 
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図表 部位ごとの改修周期 

建物の部位 日常修繕サイクル 大規模改修サイクル 

屋 根 10年、15年 30年 

外 装 10年、15年 30年 

内 装 10年、15年 30年 

機械設備 15年 － 

電気設備 15年 － 

屋 外 10年、15年 30年 

 劣化状況から設定 建築年度から設定 

 

(2) 更新の周期と単価設定 

建築物の更新＊周期を減価償却資産の法定耐用年数＊を参考に設定します。RC 造の

一般的な建物の用途である「事務所」の法定耐用年数＊50 年に対して、事後保全＊の

場合では、市内の建物の実績を参考に 60 年、予防保全＊の場合では、他市事例や文部

科学省の示す物理的な耐用年数＊を参考に 80 年とします。これは、前述の法定耐用年

数＊に対して、それぞれ 1.2 倍と 1.6 倍の期間となるため、RC 造以外の構造種別につ

いても同様に法定耐用年数＊に対する比率により、更新＊周期を設定します。 

 

図表 構造種別ごとの更新周期 

構造種別 

処分制限期間 

（法定耐用年数） 

T 

事後保全 

更新周期 

T×1.2倍 

予防保全 

更新周期 

T×1.6倍 

RC造 

SRC造 
50年 60年 80年 

S造 38年 46年 61年 

CB造 41年 49年 66年 

W造 24年 29年 38年 

注）処分制限期間は、最も一般的な「事務所」の用途によるものを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成 27年 4月）」文部科学省  

○目標使用年数 

 鉄筋コンクリート造の学校施設の法定耐用年数＊は、47 年となっているが、これは

税務上、減価償却費を算定するためのものである。物理的な耐用年数＊はこれより長

く、適切な維持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には

70～80 年程度、さらに技術的には 100 年以上持たせるような長寿命化＊も可能であ

る。 
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図表 建築物の減価償却における耐用年数表（処分制限期間） 

細目 

耐用年数 

鉄骨鉄

筋コン

クリート

造又は

鉄筋コ

ンクリ

ート造 

れんが

造、石

造又は

ブロック

造 

金属造 

木造又

は合成

樹脂造 

木骨モ

ルタル

造 

簡易建

物 

骨格材

の肉厚

が四ミ

リ超 

骨格材

の肉厚

が三ミ

リ超～

四ミリ

以下 

骨格材

の肉厚

が三ミ

リ以下 

（年） （年） （年） （年） （年） （年） （年） （年） 

事務所用又は美術館用のもの及び

左記以外のもの 
50 41 38 30 22 24 22   

住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校

用又は体育館用のもの 
47 38 34 27 19 22 20   

飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場

用、映画館用又は舞踏場用のもの 
  38 31 25 19 20 19   

① 

飲食店用又は貸席用のもの

で、延べ面積のうちに占める木

造内装部分の面積が三割を超

えるもの 

34               

② その他のもの 41               

旅館用又はホテル用のもの   36 29 24 17 17 15   

① 

延べ面積のうちに占める木造

内装部分の面積が三割を超え

るもの 
31               

② その他のもの 39               

店舗用のもの 39 38 34 27 19 22 20   

病院用のもの 39 36 29 24 17 17 15   

変電所用、発電所用、送受信所用、

停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱

所用、映画製作ステージ用、屋内ス

ケート場用、魚市場用又はと畜場用

のもの 

38 34 31 25 19 17 15   

公衆浴場用のもの 31 30 27 19 15 12 11   

工場（作業場を含む。）用又は倉庫用のもの 

① 

塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他

の著しい腐食性を有する液体

又は気体の影響を直接全面的

に受けるもの、冷蔵倉庫用のも

の（倉庫事業の倉庫用のものを

除く。）及び放射性同位元素の

放射線を直接受けるもの 

24 (22) 20 (15) (12) (9) (7)   

② 

塩、チリ硝石その他の著しい潮

解性を有する固体を常時蔵置

するためのもの及び著しい蒸

気の影響を直接全面的に受け

るもの 

31 28 25 19 14 11 10   

③ 

その他のもの       24 17 15 14   

a 

倉庫事業の倉庫用のもの 

一 冷蔵倉庫用のもの 21 20 19           
二 その他のもの 31 30 26           

b その他のもの 38 34 31           
木製主要柱が十センチメートル角以

下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ル

ーフイングぶき又はトタンぶき 
              10 

掘立造のもの及び仮設のもの               7 

出典：財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」昭和 40年大蔵省令第 15号 
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(3) 日常修繕・大規模改修の時期の設定 

① 改修時期の考え方 

日常修繕の実施時期は、劣化調査の結果から設定し、大規模改修＊の実施時期は、

建築年度からの経過年数により設定します。劣化調査の部位ごとの評価結果から日

常修繕サイクルを考慮して実施時期を下記のとおりとします。 

  

図表 日常修繕の実施時期 

評価結果 
 

日常修繕サイクル 

A B C D 

15年 15年目 10年目 5年目 計画開始年 

10年 10年目 5年目 計画開始年 計画開始年 

 

 

 

 

        

 

 

     

 

   

 

 

        

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

② 日常修繕と大規模改修の間隔 

日常修繕と大規模改修＊の修繕サイクルの相違により、修繕の重複が起こり得るこ

とから、下記のとおりとします。 

○日常修繕から大規模改修＊の間隔 

  5年以下 ⇒  日常修繕を計画しません。 

  5年超え ⇒  日常修繕を計画します。 

 

 

 

 

 

 

大規模改修＊を行った場合、日常修繕サイクルは大規模改修＊を実施した年度を起

点として、再設定します。 

優 

5年目 
10年目 

15年目 

D 

C 

B 

A 

D 

C 

B 

A 

5年目 
10年目 

1年目 
1年目 1年目 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

劣化イメージ 

日常修繕 

実施段階 

日常修繕 

実施段階 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

劣化イメージ 

日常修繕サイクル 15年 日常修繕サイクル 10年 

日常修繕サイクル 
計 画 年 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ・・ 

10年    ＊          ＊  ★  

 
大規模改修の5年以内は、 
日常修繕を実施しない。 

日常修繕の本来の予定年で
あるが、実施しない 

＊ ：日常修繕実施年 

★ ：大規模改修実施年 

 

劣 
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2 改修項目の設定 

(1) 日常修繕・大規模改修の内容と算定方法 

建築物の安全性を保つための日常的な修繕、長寿命化＊のための大規模な改修は、

建築物の部位の仕様（材質や形状など）により具体的な対策内容が様々であるため、

各部位の仕様ごとに修繕費率および対策内容を設定します。 

 

① 日常修繕費率の考え方 

部位ごとの建設費に日常修繕費率を乗じ、部位別の日常修繕費を算出します。 

 

【参考例】 

【屋根】 

・焼成による耐久性の高い瓦等の部材は 5％とします。 

・シーリングの劣化による浮きや破損が発生するアスファルト防水やシート防

水系の部材は 10％とします。 

・腐食や飛散物による耐久性･耐候性が比較的低い金属･スレート系の部材は

15％とします。 

【外装】 

・焼成による耐久性や気密性の高いタイル･打放し等は 5％とします。 

・腐食や経年劣化による耐候性が比較的低い金属･吹付け･塗装系の部材は 10％

とします。 

【内装】 

・経年劣化によるものとして、仕様によらず 10％とします。 

（内装には、壁、天井、床が含まれます） 

【機械設備】 

・設備機器の日常修繕サイクルは 15～20 年であり、機器や付属配管の更新＊と

して 30％とします。 

・設備機器の内、大型設備であるエレベーター等がある場合には機器の更新＊

として 60％とします。 

【電気設備】 

・設備機器の日常修繕サイクルは 15～20 年であり、機器や付属配管の更新＊と

して 30％とします。 

【屋外】 

・経年劣化によるものとして、仕様によらず 5％とします。 

 

 

 

 

 

日常修繕は、予防保全＊型の管理を行わない施設に対しても、耐用年

数＊までの供用性能を維持するために部分的な修繕は必要となりま

す。 
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② 大規模改修費率の考え方 

部位ごとの建設費に大規模改修＊費率を乗じ、部位別の大規模改修＊費を算出します。 

 

【参考例】 

【屋根】 

・全面張替えとなるアスファルト防水やシート防水系は部位建設費の 50％とし

ます。 

・その他のスレート、シングル系は日常修繕率と同様に 15％としますが、腐食

が進む金属系は 20％とします。 

【外装】 

・腐食や表面劣化が進行し易い板張や塗装系は 40％、金属系は 20％、吹付けは

15％とします。 

【内装】 

・仕様によらず、部位建設費の 30％とします。 

（内装には、壁、天井、床が含まれます） 

【機械設備】 

・日常修繕にて機器を更新＊するため大規模改修＊の対象としません。 

【電気設備】 

・日常修繕にて機器を更新＊するため大規模改修＊の対象としません。 

【屋外】 

・日常修繕（10～15 年）の 3 倍相当の期間が経過することから部位建設費の

15％とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模改修＊は、予防保全＊型の管理を行う施設に対してのみ行うも

ので、全面的に健全度を回復させ、施設の延命化を図ります。 

雨漏
り 

屋上防
水 

大規模
改修 
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③ 部位・仕様別の修繕対策内容 

 

図表 部位・仕様別対策内容 

部位 仕様 日常修繕内容 
修繕

費率 
大規模改修内容 

修繕

費率 

  

屋 根 

■アスファルト防水 ・取合い部のシール劣化

部分の打ち替え 

・伸縮目地劣化部分の打

ち替え 

10％ 

・全面張替え、あるいは

カバー工法 
50％ 

■シート防水 ・ジョイントなどの亀裂部分

からの雨水の侵入による

膨れが生じている箇所

の下地補修後重ね張り 

10％ 

・全面張替え 

50％ 

■金属屋根 ・取合い部のシール劣化

部分の打ち替え 

・錆、膨れ、剥がれ、色あ

せなどの劣化部分の補

修後再塗装 

15％ 

・左記の大規模改修 

(施工規模 30％程度) 

20％ 

■スレート屋根 ・膨れ、剥がれ、色あせな

どの劣化部分の補修後

再塗装 

15％ 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 15％ 

■シングル屋根 ・膨れ、剥がれ、色あせな

どの劣化部分の補修後

再塗装 

15％ 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 15％ 

■瓦屋根  ・ずれ、浮き、割れ、欠けな

どの劣化部分の取替え 5％ 
・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 15％ 

■テント張り ・汚れ部分の洗浄 10％ ・全面張替え 90％ 

 

外 装 

 

■タイル張り ・シール劣化部分の打ち

替え 

・浮き、ひび割れ部分の樹

脂注入補修、部分張替

え 

5％ 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 

15％ 

■カーテンウォール ・シール劣化部分の打ち

替え 
5％ 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 
15％ 

■吹付けタイル ・シール劣化部分の打ち

替え 

・ひび割れ部分の樹脂注

入補修、トップコート塗

布 

10％ 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 

15％ 

■サイディング張り ・シール劣化部分の打ち

替え 

・色あせなどの劣化部分の

塗り替え 

10％ 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 
15％ 

■金属 ・シール劣化部分の打ち

替え 

・塗装劣化部分の塗り替え 

10％ 

・全面張替え 

20％ 

■板張り ・塗装劣化部分の塗り替え 10％ ・全面張替え 40％ 

■塗装 ・塗装劣化部分の塗り替え 10％ ・全面塗り替え 40％ 
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部位 仕様 日常修繕内容 
修繕

費率 
大規模改修内容 

修繕

費率 

  

内 装 

■一般事務所仕様 

床 

 

  

       壁 

 

  

天井 

  

  

・ビニールタイルなどのは

がれ割れ等、劣化部分

の張替え 

・クロスはがれ部分の補修 

・塗装の汚れ部分の塗り替

え 

・汚れ、はがれ部分張替え 

10％ 

  

・左記の大規模改修 

(施工規模 15％程度) 

 

・左記の大規模改修 

(施工規模 15％程度) 

 

・左記の大規模改修 

(施工規模 10％程度) 

30％ 

  

機 械 

設 備 

 

■一般事務所仕様 ・ポンプ類、給水管、排水

管、換気機器、空調機

器、熱源機器などの更

新（省エネ機器） 

30％ 

 

－ 

■特殊設備仕様 ・ポンプ類、エレベーター

等の大型機器の更新

（省エネ機器） 

60％ 

  

電 気 

設 備 

■一般事務所仕様 ・受電機器、照明器具、盤

類などの更新（省エネ機

器） 
30％ 

  

－ 

  

屋 外 

■タイル張り ・浮き、ひび割れ、不陸部

分の補修、張替え 
5％ 

・左記の大規模改修 

 
15％ 

■アスファルト舗装 ・陥没、ひび割れ部分の補

修 
5％ 

・左記の大規模改修 
15％ 

■舗装ブロック ・陥没、不陸部分の補修、

張替え 
5％ 

・左記の大規模改修 
15％ 

注）修繕費率は、各部位の建設費に対して修繕に要する費用の比率を示します。 

注）施設の日常的な管理（保守）に含まれる内容は、含みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内装の 

修繕 
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(2) 部位構成比率の設定 

施設は、8 つの部位（屋根、外装、内装、躯体、基礎、機械設備、電気設備、屋外）

で構成されていると考え、各部位の建設費は、施設用途別の 1 棟当たりの建設費に対

して構成比率を用いて設定します。構成比率は、建物の形状に応じて設定した 9 つの

タイプから選択して設定します。 

 
注）構成比率は、部位の有無や現地調査結果に応じて適宜、設定します。 

注）形状タイプに当てはまらない場合には、類似のパターンから適宜、設定します。  

（A）管理棟・事務所等 構成比率 （B）管理棟・研修棟・展示棟等 構成比率

屋根 a 12% 屋根 a 10%

外装 b 8% 外装 b 10%

内装 c 18% 内装 c 18%

躯体 d 25% 躯体 d 25%

基礎 e 14% 基礎 e 12%

機械設備 f 10% 機械設備 f 11%

電気設備 g 10% 電気設備 g 11%

外構 h 3% 外構 h 3%

合計 100% 合計 100%

（C）倉庫・車庫等 構成比率 （D）事務所等 構成比率

屋根 a 10% 屋根 a 10%

外装 b 10% 外装 b 8%

内装 c 23% 内装 c 19%

躯体 d 23% 躯体 d 18%

基礎 e 25% 基礎 e 20%

機械設備 f 3% 機械設備 f 11%

電気設備 g 3% 電気設備 g 11%

外構 h 3% 外構 h 3%

合計 100% 合計 100%

（E）ガレージ・イベント空間等 構成比率

屋根 a 10%

外装 b 11%

内装 c 10%

躯体 d 25%

基礎 e 25%

機械設備 f 8%

電気設備 g 8%

外構 h 3%

合計 100%

（F）茶室・休憩所・トイレ等 構成比率 （G）トイレ等の小規模建築 構成比率

屋根 a 15% 屋根 a 10%

外装 b 7% 外装 b 10%

内装 c 22% 内装 c 20%

躯体 d 20% 躯体 d 23%

基礎 e 5% 基礎 e 10%

機械設備 f 14% 機械設備 f 12%

電気設備 g 14% 電気設備 g 12%

外構 h 3% 外構 h 3%

合計 100% 合計 100%

（H）屋外スタンド等 構成比率 （I）体育館等 構成比率

屋根 a 10% 屋根 a 10%

外装 b 10% 外装 b 10%

内装 c 20% 内装 c 15%

躯体 d 30% 躯体 d 25%

基礎 e 15% 基礎 e 25%

機械設備 f 6% 機械設備 f 6%

電気設備 g 6% 電気設備 g 6%

外構 h 3% 外構 h 3%

合計 100% 合計 100%

部位

鉄筋コンクリート造で屋根は陸屋根にアスファル

ト防水・シート防水等を使用

部位

部位

柱・梁の構造部材が鉄骨造で屋根に折板等の屋根

材を使用

部位

構造部材が鉄骨造で陸屋根にアスファルト防水・

シート防水等を使用

鉄筋コンクリート造で屋根が勾配屋根・ボールト

屋根等で下地にシート防水・モルタル防水等を使

用し仕上として金属屋根・塗膜材等を使用

柱・壁が鉄筋コンクリート造で屋根を鉄骨造で造

り、金属等の屋根材を使用

部位

柱・屋根が鉄骨造で、屋根に折板等の金属材を使

用

部位

構造部材が木造で勾配屋根に瓦や金属の屋根材を

使用

部位

鉄筋コンクリート造のスタンド下に作られ居室を

持つ建物

構造部材が鉄筋コンクリート造及び補強コンク

リートブロック造で屋根に瓦や金属の屋根材を使

用

部位

部位

a a

a
a

a

a a

a

a

b
b

b b

b

b b

b b

c

c

c

c

c

c

c

c

c c

c c c

d d

d d

d

d d

d d

e e

e e

e

e e

e e e
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(3) 更新単価の設定 

施設類型別の建設費は、総務省の更新費用試算ソフトに用いられる単価設定（構造

種別によらず一律）をもとに、建設物価調査会資料に基づき、平成 28年から令和 7年

までの物価上昇率を考慮して設定しました。 

 

図表 施設類型別の建設単価（全ての構造種別で同じ単価を使用） 

建物用途（総務省） 大分類 更新単価 

行 政 系 施 設 庁舎 57 万円/㎡ 

文 化 系 施 設 文化施設 57 万円/㎡ 

保 健 ・ 福 祉 施 設 保健・福祉施設 51 万円/㎡ 

子 育 て 支 援 施 設 
児童福祉施設 

保育園 
47 万円/㎡ 

産 業 系 施 設 観光施設 57 万円/㎡ 

市 民 系 施 設 地区市民館等 51 万円/㎡ 

公 営 住 宅 公営住宅施設 40 万円/㎡ 

消 防 系 施 設 消防・防災施設 57 万円/㎡ 

学 校 教 育 系 施 設 学校教育施設 47 万円/㎡ 

社 会 教 育 系 施 設 生涯学習施設 57 万円/㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 体育施設 51 万円/㎡ 

 

 

建 替 
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第3章 改修等のライフサイクルコストの試算 

1 ライフサイクルコストの試算 

長寿命化＊対策として大規模改修＊を実施した場合（予防保全＊）と実施しなかった場

合（事後保全＊）の費用を算定し、単年度当たりのライフサイクルコスト＊の縮減効果を

把握します。 

単年度当たりのライフサイクルコスト＊の縮減額の算出にあたっては、大規模改修＊の

実施の有無により、更新＊時期が異なることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ここでいう事後保全＊は、本市が今後、日常修繕を計画的に実施していくことを踏まえたものとして

います。 

 

 

 

 

 

図表 単年度当たりライフサイクルコスト縮減額の計算例 

部位 

耐

用 

年

数 

（年） 

日常修繕 

費用 

（千円） 

大規模 

改修費用 

（千円） 

延命後 

耐用年

数 

（年） 

更新 

費用 

（千円） 

対策前 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ

ｺｽﾄ 

（千円） 

対策後 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ

ｺｽﾄ 

（千円） 

単年度 

縮減額 

（千円） 

屋根 

60 

25,234 126,168 

80 2,102,800 2,896,604 3,571,604 3,632 

外装 16,822 25,234 

内装 37,850 113,551 

躯体 - - 

基礎 - - 

機械 63,084 - 

電気 63,084 - 

屋外 3,154 9,463 

 

  

予防保全 

の場合 
＝ 

大規模改修 

費用 

更新 

費用 
＋ ＋ 日常修繕 

費用 

延命後 

耐用年数 

事後保全 

の場合 
＝ 

更新 

費用 
＋ 

日常修繕 

費用 

耐用 

年数 

単年度当たりライフサイクルコスト縮減額（Ｃ）：（Ｃ0／Ｔ0）－（Ｃ1／Ｔ1） 

Ｃ0：大規模改修を実施しなかった場合における、次期更新までに要する総費用  

Ｔ0：大規模改修を実施しなかった場合の耐用年数 

Ｃ1：大規模改修を実施した場合における、次期更新までに要する総費用  

Ｔ1：大規模改修を実施した場合の延命後耐用年数 

Ｃ0 Ｃ1 Ｔ0 Ｔ1 Ｃ 

Ｃ0 Ｔ0 

Ｃ1 Ｔ1 
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(1) ライフサイクルコストの試算について 

コスト縮減対策として、予防保全＊型の管理により、ライフサイクルコスト＊を試算し、

劣化調査結果等による工事優先順位付け行い、予算制約条件下における平準化＊を検討

します。 

 

図表 予算平準化のイメージ 
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予防保全 

のイメージ 

予防保全 

（平準化） 

のイメージ 

事後保全 

のイメージ 

耐用年数＊を迎えた

時点で更新の費用

を計上しているた

め、グラフに凹凸

があります。 

長寿命化＊すること

により、事後保全＊

に比べて費用が低

くなり、累計も安

くなります。 

予防保全＊の試算結

果を基に、一定の

時期に財政負担が

集中しないように

平準化＊を検討しま

す。 

費用累計 
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(2) ライフサイクルコストの試算結果 

① ライフサイクルコストの試算の考え方 

ライフサイクルコスト＊について、各パターンで試算条件を設定し、試算を行いま

す。各パターンの試算条件と試算結果を以下に示します。 

 

パ
タ
ー
ン 

試算条件 試算結果（百万円） 

管理区分 
積み残し費用

の取扱い 

大規模 

改修費 

日常 

修繕費 
更新費 

費用 

合計 

費用総額 

【年平均】 

1 事後保全 含む - 49,292 207,836 257,128 6,428 

2 予防保全 含む 22,967 46,545 148,570 218,083 5,452 

 

・管理区分 

管理区分が事後保全＊の場合と予防保全＊の場合について、それぞれ試算します。 

 

・大規模改修＊の積み残し費用の取扱いについて 

大規模改修＊が未実施の施設について、積み残し費用を計上して試算を行います。 

 

・更新単価 

更新＊単価は、総務省の更新費用試算ソフトに用いられる単価設定（構造種別に

よらず一律）をもとに、建設物価調査会資料に基づき、物価上昇率を考慮して設

定し、試算します。 
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パターン 1：全施設を事後保全＊とした場合の試算結果 

構造種別毎の耐用年数＊を迎えたタイミングで建て替えると想定し、現在保有して

いる建物の更新＊等の費用を試算した結果、第 2期豊川市公共施設等総合管理計画＊の

計画期間である令和 47 年までで約 2,571.3 億円、年平均では約 64.3 億円の費用が必

要となります。 

単年度あたりの予算規模（以下「公共施設改修・改築等経費」という）は、第 2 期

豊川市公共施設等総合管理計画＊における予防保全＊＋縮減目標に基づき「延床面積

30%減」とした場合の年平均での費用である約 42.6億円とします。 

約 42.6億円は、パターン 1の試算による年平均の費用約 64.3億円の約 66.3％にと

どまります。 

 

 
 

 

次に予防保全＊の建物を長寿命化＊することによる軽減を検討します。 
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(億円)

(年度)
日常修繕費 更新費

将来の費用総額

約64.3億円/年

(日常修繕・更新費用）

日常修繕費： 492.9億円

更新費 ：2,078.4億円

費用合計 ：2,571.3億円

公共施設改修・改築等経費

約42.6億円/年
差額

約21.7億円/年
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パターン 2：予防保全＊を取り入れた場合の試算結果 

建物の長寿命化＊を図るため大規模改修＊の実施を取り入れた予防保全＊の管理を行

った場合、第 2 期豊川市公共施設等総合管理計画＊の計画期間である令和 47 年までで

約 2,180.8 億円、年平均では約 54.5 億円の費用が必要となります。事後保全＊（パタ

ーン 1）に比べ、総額約 390億円の費用縮減が図れ、財政負担が軽減されます。 

 

 

 

しかしながら、事後保全＊から予防保全＊に切り替えたとしても、延床面積 30％縮

減を考慮した公共施設改修・改築等経費である 42.6 億円はその約 78.1％にとどまり、

一方で年度によって必要費用に大幅な差があることから、コストの平準化＊や更なる

コスト縮減を講じる必要があります。 
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(億円)

(年度)
大規模改修費 日常修繕費 更新費

将来の費用総額

約54.5億円/年

(大規模改修・日常修繕・更新費用）

大規模改修費： 229.7億円

日常修繕費 ： 465.5億円

更新費 ：1,485.7億円

費用合計 ：2,180.8億円

公共施設改修・改築等経費

約42.6億円/年

差額

約11.9億円/年
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2 工事優先度の評価 

保全計画＊の作成に際して、大規模改修＊や修繕等を行う際の優先性を評価するため、

評価項目を設定します。 

 

(1) 工事優先度＊の計算式 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 安全性：A （毎年変化） 

・劣化状況等により、安全性が損なわれ、第三者への影響（落下、脱落など）が出て

いるか。 

・法令違反（既存不適格）の有無と有の場合、対応の緊急性が必要か。 

 

○危険が迫っている              ○安全性が保たれている 

○法令違反で緊急対応要する          ○法令違反等はない 

 

② 劣化度：E （毎年変化）  

・点検調査票に基づく 66 項目について、A、B、C、D の 4 段階の判定をした後に総合

判定を行う。 

・総合判定は、66項目のうち重要部位 12項目の判定結果を重視する。 

○直ちに改修が必要              ○問題なし 

（重要部位に D判定がある）          （A判定のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大規模改修・ 

修繕等判定 P ＝ 安全性 A 
劣化度 E × 

影響係数 a 

重要性及び 

公共性 H 

機能停止 

損害 T 
代替性 Y 

＋ ＋ 

＋ ＋ 

総合判定は、66 項目のうち重要部位 12 項目の判定
結果を重視 

8分電盤・制御盤 
9電気配線 
10受変電設備 

1冷温水配管、冷却水配管、 
油配管、ガス配管 

2給水配管、排水配管 

11空気調和機、エアコン 
ファンコイル等 

12ポンプ類 

重 

要 

部 

位 

3敷地、4屋根 
5天井・内壁 
6外壁、7床 

劣化度：E 重要部位の位置付け 

Ｐ＝Ａ＋(Ｅ×ａ)＋Ｈ＋Ｔ＋Ｙ 

大 優先度 小 

大 優先度 小 
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・棟ごとの劣化調査結果を数値化し、施設間で比較可能な劣化度指標として整理する。 

1)各建物の 5つの部位について劣化状況を 4段階で評価し、5点満点で数値化 

計算方法：総和（ ①部位の評価点 × ②部位の評価配分 ）÷58.0※ ÷100×5 

 

※調査対象が一部部位のみの施設は、分母を調査対象部位の評価配分の合計とする。 

③ 影響係数：a （毎年変化） 

・劣化状況を放置した場合、被害が拡大し機能停止時の影響が大きいか。 

・予防保全＊的な対策により、将来のコスト縮減効果が見込めるもの。 

○現状放置による被害拡大や           ○被害拡大の恐れがなく 

施設利用への影響が大きい            施設利用に影響がない 

 

④ 重要性及び公共性：H （固定値） 

・市民の生活に重要であり、行政が提供すべき施設であるか。 

○重要な施設                     ○非重要施設 

・医療施設等   ・消防署等    ・保育園等    ・その他市有建築物等 

 

 

 

⑤ 機能停止損害：T （固定値） 

・その部位が機能不全に陥った場合に施設利用に影響があるか。 

○全館機能停止等に繋がる          ○機能停止時、トラブル発生時に 

基幹設備（受電設備や熱源等）        損害が発生しない 

 

⑥ 代替性：Y （毎年変化/固定値） 

・部品の取替え時に容易に部品の入手が可能か。 

 

○代替性（代替性の有無）           ○形式失効まで充分猶予がある 

 

 注）一部の部品については、メーカーによる保管年限を参考とし、固定値として取扱う。 

 

※本計画における工事優先度＊の算定にあたっては、評価項目のうち劣化度を主要な算

定要素として用い、その他の評価項目については、施設間で差が生じない値を設定し

た上で算定している。  

大            優 先 度             小 

大 優先度 小 

大 優先度 小 

大 優先度 小 
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(2) 工事優先度＊における配点 

A：安全性 

 
危険が迫っている 

安全が損なわれ始

めている 

安全性が保たれて

いる 

法令違反で緊急の対応が必

要 
6 5 4 

法令違反で猶予期間がある 

 
5 4 3 

法令違反ではないが、上位

関連計画に位置づけがある 
4 3 1 

法令違反等はない 

 
3 1 0 

E：劣化度 

直ちに改修が必要        （重要部位に D判定がある） 5 

早期の改修が必要        （D判定がある） 3 

劣化しており計画的な措置が必要 （C判定がある） 2 

劣化の兆候が見られる      （B判定がある） 1 

問題なし            （A判定のみ） 0 

a：影響係数 

現状放置により被害拡大の恐れが高い 1.7 

早めの処置にて被害拡大・コスト増大防止（屋外鉄部の発錆や給排水管） 1.4 

被害拡大の恐れが少ない 1.2 

被害拡大の恐れがない 1.0 

H：重要性及び公共性 

医療施設 6 

庁舎（支所含む）、消防施設、福祉施設（入所型）、学校施設（小中学校） 5 

福祉施設（通所型）、児童福祉施設、保育園、生涯学習施設 など 4 

その他（多数の者が利用する施設：公営住宅、観光施設、体育施設、地区

市民館 など） 
2 

その他市保有建築物 1 

その他 0 

T：機能停止損害 

全館機能停止などにつながる基幹設備（受電設備や熱源等） 6 

建物の基本的役割に支障をきたす劣化・トラブル（漏水等） 5 

防災性能確保の観点から改善する必要がある事項 4 

機能停止時、トラブル発生時に周辺環境に影響を及ぼす事項 3 

機能停止時、トラブル発生時に早期に復旧が可能 1 

機能停止時、トラブル発生時に損害が発生しない 0 

Y：代替性 

形式失効により部品が入手出来ない 4 

形式失効により部品が入手出来ない可能性がある 2 

形式失効までに猶予期間がある 1 

形式失効までに充分猶予がある 0 



豊川市公共施設中長期保全計画 
 

 
 
41 

3 平準化手法 

(1) 平準化の考え方 

施設の修繕時期等が一定期間に集中した場合、予算の制約上、修繕費等を平準化＊す

る必要があるため、工事優先度＊の優劣による先送りの措置を行います。 

 

 

 

 

① 平準化の流れ 

Ⅰ.予算制約条件を設定します。 

・予算制約条件 A：42.6 億円/年（延床面積 30％縮減を考慮した公共施設改修・

改築等経費） 

 

・予算制約条件 B：段階的予算制約（計画期間内に予定されている公共施設改

修・更新＊等工事を当該期間内で実施できるよう、概ね 5 年

ごとに設定） 

 

Ⅱ.予算制約を超過する年度は、優先度の高い施設から実施し、金額をオーバーし

た段階で翌年度に先送りします。 

（優先順位は、日常修繕、大規模改修＊、更新＊、撤去に関わらず設定します。） 

 

Ⅲ．翌年度以降、繰り返し計算を実施します。 
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（百万円）

（年度）

大規模改修費 日常修繕費 更新費 撤去費

費用が集中している年度につい

て、予算の平準化が必要 

予算制約条件の設定 

図表 平準化の実施イメージ図 
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② 平準化の実施パターン 

ライフサイクルの試算結果から、各パターンで試算条件を設定し平準化＊を行いま

す。各パターンの試算条件と試算結果を以下に示します。 

 

パ
タ
ー
ン 

試算条件 試算結果（百万円） 

管理区分 

予算制約 

条件 

（億円/年） 

積み残し費用

の取扱い 

大規模 

改修費 

日常 

修繕費 
更新費 

費用 

合計 

費用総額 

【年平均】 

A 予防保全 42.6 含む 18,323 40,481 103,697 162,501 4,063 

B 予防保全 段階的 含む 22,967 46,545 148,570 218,083 5,452 

 

・平準化＊前のパターン 

平準化＊を行うパターンは、P37のパターン 2を使用します。 

このとき、更新＊単価は P35のとおりです。 

 

・管理区分 

管理区分が予防保全＊の場合について、それぞれ試算します。 

 

・予算制約条件 

予算制約が 42.6 億円/年の場合と段階的に予算制約を設定した場合について、そ

れぞれ試算します。 

 

・大規模改修＊の積み残し費用の取扱いについて 

大規模改修＊が未実施の施設について、積み残し費用を計上して試算を行います。 
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(2) 平準化試算の結果 

パターン A：予算規模を一定として平準化＊した場合の試算結果 

延床面積 30％縮減を考慮した公共施設改修・改築等経費である 42.6 億円を予算制

約として平準化＊した結果、今後 40 年間で約 1,625 億円の費用となります。一方で、

予算制約を超える部分の施設は、対策がされないままグラフには表れない令和 48 年

以降に先送りされているため、安全上の問題から使用できない施設が生じる可能性が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に先送りを制限するため、予算制約を設けた場合について検討します。 
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(億円)

(年度)

大規模改修費 日常修繕費 更新費

将来の費用総額

約40.6億円/年

(大規模改修・日常修繕・更新費用）

大規模改修費： 183.2億円

日常修繕費 ： 404.8億円

更新費 ：1,037.0億円

費用合計 ：1,625.0億円

公共施設改修・改築等経費

約42.6億円/年

大量の未実施施設が

生じている

42.6億円で平準化した場合の課題 

・未実施施設の工事を行うことで、本来、実施しなければならない日常

修繕を行うことができない可能性がある。 

・工事優先順位が低い施設の部位の修繕になかなか着手できず、何年も

先送りされてしまっている可能性がある。 
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パターン B：予算規模を段階的に設定して平準化＊した場合の試算結果 

計画期間内に予定されている公共施設改修・更新＊等工事を当該期間内で実施でき

るよう、予算規模を段階的に設定して平準化＊した結果、今後 40 年間で約 2,181 億円、

年平均では約 54.5 億円の費用が必要となります。また、先送りは最大 4 年以内に収

まる結果となっています。 

令和 33 年度以降は、昭和 50 年代に集中的に整備された公共建築物の更新時期が到

来するため、段階的に費用が増加する見込みですが、ファシリティマネジメントの取

組を推進することで、低減される可能性があります。 
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(年度)

大規模改修費 日常修繕費 更新費

将来の費用総額

約54.5億円/年

(大規模改修・日常修繕・更新費用）

大規模改修費： 229.7億円

日常修繕費 ： 465.4億円

更新費 ：1,485.7億円

費用合計 ：2,180.8億円

公共施設改修・改築等経費

約42.6億円/年

段階的必要費用の設定 

（令和  8， 9 年）20.0億円/年 

（令和 10～12 年）42.6億円/年 

（令和 13～17 年）42.6億円/年 

（令和 18～22 年）42.6億円/年 

（令和 23～27 年）42.6億円/年 

（令和 28～32 年）42.6億円/年 

（令和 33～37 年）68.0億円/年 

（令和 38～42 年）85.5億円/年 

（令和 43～47 年）85.5億円/年 

計画期間内に予定されてい

る公共施設改修・更新等工

事を期間内で実施できるよ

う、必要な金額を段階的に

設定しました。 
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(3) 財源試算 

① 起債充当率 

公共施設等の投資的経費＊に充当可能な財源として、一般財源、国県補助金、地方

債＊について整理します。 

補助率や起債充当率は、施設分類毎に異なるため、それぞれ分けて整理します。 

 

 

施設分類 
大規模改修 更 新 

一般財源 国県補助 地 方 債 一般財源 国県補助 地 方 債 

小中学校 25％ － 75％ 7％ 33％ 60％ 

保 育 園 100％ － － 20％ － 80％ 

市営住宅 － 50％ 50％ － 50％ 50％ 

そ の 他 100％ － － 25％ － 75％ 
注）施設によっては、補助内容により補助率や起債充当率が表記と異なることもあります。 

注）市債の種類により、元利償還金の 20％から 70％が普通交付税の基準財政需要額に算入される場合が

あります。 

 

 

 
  

各年度の元利償還金に交付税措置 

注）事業ごとに所定率（措置率＝c/d） 

国県補助金 

地方債 

注）事業ごとに上限率 

（起債充当率＝b/a） 

a（事業費-補助金等） 

b 

. 

. 

. 

完済 

元金 利子 

c（交付税措置） 

d（元利償還金） 

一般財源 

事業費 

事業実施時 

起債償還時 

1年目 

2年目 

3年目 
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② 将来更新等費用にかかる一般財源必要額と充当可能見込額の試算 

本市が保有する公共建築物の将来更新＊等費用の試算結果とその財源内訳（見込額）

を以下に示します。 

将来更新＊等費用の試算にあたっては、建物の大規模改修＊等の実施時期や耐用年数
＊を構造種別ごとに仮定し、耐用年数＊経過後に現在と同じ延床面積等で更新＊するこ

とを前提条件とし、40年間で約 2,181億円を要すると推計されます。 

下表は、大規模改修＊や更新＊等を実施すると仮定した場合の財源を表したものです。

財源内訳の算出にあたっては、現状の補助制度や補助率、地方債＊の充当率等を勘案

し、施設毎に一般財源、国県補助、地方債＊に振り分け、全ての施設について今後要

する金額の財源の集計・試算を行いました。 

この結果、大規模改修＊や更新＊に必要な財源は、40年間で一般財源が約 761億円、

国県補助が約 370億円、地方債＊が約 1,050億円と見込まれます。 

 

図表 将来更新等費用試算結果と財源内訳（見込額）（単位：百万円） 

年 度 

将来更新 

等費用 

試算結果 

財源内訳 

一般財源 国県補助 地 方 債 

令和 8～17年 

（10年間） 
34,701 16,605 47.9% 2,746 7.9% 15,350 44.2% 

令和 18～27年 

（10年間） 
42,600 17,504 41.1% 5,238 12.3% 19,858 46.6% 

令和 28～37年 

（10年間） 
55,300 19,034 34.4% 10,238 18.5% 26,028 47.1% 

令和 38～47年 

（10年間） 
85,481 22,921 26.8% 18,811 22.0% 43,749 51.2% 

合 計 

（40年間） 
218,083 76,065 34.9% 37,033 17.0% 104,985 48.1% 

注）将来更新
＊
等費用の試算結果は、【予算規模を段階的に設定して平準化＊した場合の試算結

果】 

注）比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 

また、金額についても、表示桁数の関係により、内訳の合計と一致しない場合があります。 

 

なお、一般財源の約 761 億円は、今後、なお一層の社会保障費の増加等で厳しい財

政状況が予測される中、必要となる財源額であり、一般財源必要額（必要となる一般

財源）と充当可能見込額（充当できる一般財源）について確認する必要があります。 
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下表は、前述した一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見込額（充当

できる一般財源）を比較したものです。 

充当可能見込額（充当できる一般財源）は、延床面積 30％縮減を考慮した公共施設

改修・改築等経費である 42.6億円/年に対し、40年間の平均値を用いた場合は、前頁

で求めた一般財源の充当率により、42.6×34.9％＝14.9 億円/年となります。10 年ご

との平均値を用いた場合は下表に示すとおりです。 

 

図表 一般財源必要額と充当可能見込額との比較（単位：百万円） 

年 度 
必要となる 

一般財源 

40 年間の平均値の場合 10 年毎の平均値の場合 

充当できる 

一般財源 
差 額 

充当できる 

一般財源 
差 額 

令和 8～17年 

（10年間） 
16,605 34.9% 14,900 ▲1,705 47.9% 20,385 3,780 

令和 18～27年 

（10年間） 
17,504 34.9% 14,900 ▲2,604 41.1% 17,504 0 

令和 28～37年 

（10年間） 
19,034 34.9% 14,900 ▲4,134 34.4% 14,663 ▲4,371 

令和 38～47年 

（10年間） 
22,921 34.9% 14,900 ▲8,021 26.8% 11,423 ▲11,498 

合 計 

（40年間） 
76,065  59,600 ▲16,465  63,975 ▲12,090 

注）金額は表示桁数の関係により、内訳の合計と一致しない場合があります。 

 

将来更新＊等費用にかかる一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見込額

（充当できる一般財源）を比較した結果、40 年間の平均値の場合では、今後 40 年間で

約 165億円の一般財源が不足し、約 21.6％の歳出抑制が必要となります。一方で、10年

ごとの平均値の場合では、今後 40 年間で約 121 億円の一般財源が不足し、約 15.9％の

歳出抑制が必要となります。 
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段階的な予算制約による平準化＊を行った結果を財源内訳別に集計した結果は、以

下のようになります。対象となる施設の種別によって財源比率が異なるため、年度に

よるばらつきが生じています。 

 

図表 試算結果に基づく財源内訳別の充当見込みの推移 

 

 

なお、この平準化＊試算グラフは、長期的な試算結果を示したグラフのため、今後

の本計画は、中期的な計画「15 ヵ年」・短期的な計画「5 ヵ年」で示していきます。

また、一般財源が他年度に比べて大きい年度（例：令和 38 年度）の費用については、

今後の財政状況や整備基金等の状況に応じて、劣化状況を鑑み、修繕等の実施時期の

見直しを行いながら、適切に執行していきます。 
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(4) 保全計画書 

① 中期的な視点に立った保全計画（令和 12年度まで） 

 

本計画の策定に際し、予算規模を段階的に設定して平準化＊した試算結果について、

中期的な視点に立った保全計画＊として、令和 12 年度までのⅢ期（5 年／期）の更

新・修繕費を整理します。 

 
 Ⅲ（令和 8～12年） 

施設分類 試算金額 

庁舎 4,208,306 

文化施設 732,607 

保健施設 51,914 

高齢者福祉施設 713,282 

障害者福祉施設 26,133 

その他福祉施設 173,696 

児童福祉施設 194,905 

保育園 573,241 

観光施設 122,986 

地区市民館等 612,441 

公営住宅施設 2,677,065 

消防施設 60,301 

防災施設 0 

学校施設 6,007,710 

生涯学習施設 232,088 

体育施設（有人施設） 393,325 

計 16,780,000 

注）金額は表示桁数の関係により、内訳の合計と一致しない場合があります。 
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② 短期的な視点に立った保全計画（5年） 

 

本計画の策定に際し、予算規模を段階的に設定して平準化＊した試算結果について、

短期的な視点に立った保全計画＊として、直近 5 年間について、施設分類ごとにかか

る更新＊・修繕費を整理します。 

 

（単位：千円） 
 令和 8年 令和 9年 令和 10年 

施設分類 試算金額 試算金額 試算金額 

庁舎 180,440 471,953 0 

文化施設 292,298 86,862 58,249 

保健施設 44,937 0 0 

高齢者福祉施設 87,443 259,421 364,912 

障害者福祉施設 0 0 0 

その他福祉施設 13,813 0 159,883 

児童福祉施設 0 0 142,628 

保育園 100,925 105,126 176,167 

観光施設 117,007 0 5,979 

地区市民館等 35,283 66,290 258,435 

公営住宅施設 37,561 112,216 674,775 

消防施設 0 0 60,301 

防災施設 0 0 0 

学校施設 851,047 693,545 2,184,745 

生涯学習施設 41,608 35,369 147,458 

体育施設（有人施設） 197,638 169,218 26,469 

計 2,000,000 2,000,000 4,260,000 

 
 令和 11年 令和 12年 

施設分類 試算金額 試算金額 

庁舎 0 3,555,913 

文化施設 208,724 86,475 

保健施設 6,976 0 

高齢者福祉施設 1,507 0 

障害者福祉施設 0 26,133 

その他福祉施設 0 0 

児童福祉施設 21,002 31,276 

保育園 191,023 0 

観光施設 0 0 

地区市民館等 252,433 0 

公営住宅施設 1,677,935 174,578 

消防施設 0 0 

防災施設 0 0 

学校施設 1,892,746 385,626 

生涯学習施設 7,654 0 

体育施設（有人施設） 0 0 

計 4,260,000 4,260,000 

 

※下記の表はあくまでも予算規模を段階的に設定して平準化＊した試算結果で

す。 
予算を確保している金額ではありません。 
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◆第 2期豊川市公共施設等総合管理計画で示す本市の保有面積の縮減目標の 30％を考慮

した場合の投資的経費＊に充当可能な財源の整理 

 

第 2 期豊川市公共施設等総合管理計画＊で示す本市の保有面積の縮減目標の 30％を

考慮した場合の、将来更新＊等費用の試算結果と財源内訳を以下に示します。 

 

図表 面積縮減を考慮した将来更新等費用試算結果と財源内訳（見込額）（単位：百万円） 

年 度 

将来更新 

等費用 

試算結果 

財源内訳 

一般財源 国県補助 市 債 

令和 8～17年 

（10年間） 
31,060 16,136 52.0% 2,356 7.6% 12,568 40.5% 

令和 18～27年 

（10年間） 
39,067 18,982 48.6% 3,982 10.2% 16,104 41.2% 

令和 28～37年 

（10年間） 
34,666 13,006 37.5% 6,530 18.8% 15,131 43.6% 

令和 38～47年 

（10年間） 
65,410 19,269 29.5% 13,725 21.0% 32,416 49.6% 

合 計 

（40年間） 
170,204 67,392 39.6% 26,592 15.6% 76,220 44.8% 

注）将来更新
＊
等費用の試算結果は、【予算規模を段階的に設定して平準化＊し、延床面積 30％縮減

の試算結果】 

注）比率の合計は、四捨五入の関係で 100％にならない場合もあります。 

また、金額についても、表示桁数の関係により、内訳の合計と一致しない場合があります。 

 

試算の結果、将来更新＊等費用は 40 年間で約 1,702 億円が必要と推計されます。大

規模改修＊や更新＊の財源として、40年間で一般財源が約 674億円、国県補助が約 266

億円、市債が約 762億円と見込まれます。 

保有面積の縮減前と比較し、将来更新＊等費用は 40 年間で約 479 億円縮減し、一般

財源が約 87億円、国県補助が約 104億円、市債が約 288億円縮減する見込みとなって

います。 
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下表は、前述した第 2 期豊川市公共施設等総合管理計画＊で示す本市の保有面積の

縮減目標の 30％を考慮した場合の一般財源必要額（必要となる一般財源）と P42で示

した充当可能見込額（充当できる一般財源）14.9 億円/年を採用して比較したもので

す。14.9 億円/年を採用した理由は、施設の縮減による財源の増加も見込まれますが、

今回は財源の増加分は考慮せずに試算を行いました。 

 

図表 面積縮減を考慮した一般財源必要額と充当可能見込額との比較（単位：百万円） 

年 度 
必要となる 

一般財源 

40 年の平均値の場合 

充当できる 

一般財源 
差 額 

令和 8～17年 

（10年間） 
16,136 34.9% 14,900 ▲1,236 

令和 18～27年 

（10年間） 
18,982 34.9% 14,900 ▲4,082 

令和 28～37年 

（10年間） 
13,006 34.9% 14,900 1,894 

令和 38～47年 

（10年間） 
19,269 34.9% 14,900 ▲4,369 

合 計 

（40年間） 
67,392  59,600 ▲7,792 

注）金額は表示桁数の関係により、内訳の合計と一致しない場合があります。 

 

将来更新＊等費用にかかる一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見込

額（充当できる一般財源）を比較した結果、40 年の平均値の場合では、今後 40 年間

で約 78億円の一般財源が不足し、約 11.6％の歳出抑制が必要となります。 

保有面積の縮減前と比較し、一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見

込額（充当できる一般財源）の差額は、約 87 億円縮小し、歳出抑制の割合について

は、約 10ポイント低下しました。 

 

 

 

次頁に「予算規模を段階的に設定して平準化＊した場合の試算結果グラ

フ」と、「試算結果に基づく一般財源の充当見込みの推移グラフ」を示

します。 
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●予防保全＊を取り入れ、延床面積 30％縮減を考慮した上で、予算規模を段階的に設定

して平準化＊した場合の試算結果 

予防保全＊を取り入れ、第 2 期豊川市公共施設等総合管理計画＊で示す市の保有面積

の縮減目標 30％を踏まえ、施設の更新＊時に延床面積を 30％縮減すると仮定した上で、

予算規模を段階的に設定して平準化＊した場合の試算結果を以下に示します。 

図表 延床面積 30％縮減を考慮した場合の試算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試算の結果、約 479億円（2,181億円－1,702億円）が縮減される結果となりました。

持続可能な公共施設マネジメントを図るためには、引続き、予防保全を適切に進める

とともに、保有面積の縮減に向けた取組みが必要となります。同様に一般財源の充当

見込みの推移を以下に示します。30％縮減に伴い、それぞれの財源内訳が縮減される

結果となりました。 

図表 試算結果に基づく一般財源の充当見込みの推移 
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約42.6億円/年

将来の費用総額

約42.6億円/年

(大規模改修・日常修繕・更新費用）

大規模改修費： 224.8億円
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更新費 ：1,040.0億円
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(5) 公共施設整備基金 

本市が保有する公共施設の多くは、今後、集中的に老朽化を迎え、円滑な施設改修

などを行う必要があることから、平成 23年度に、豊川市体育施設整備基金をはじめ 3

基金を統廃合し設置したもので、公共施設整備基金の令和 7 年度末残高は、約 45 億

円となっています。 

持続可能なファシリティマネジメントを推進するために、公共施設整備基金につい

ては、延床面積 30％縮減を考慮した公共施設改修・改築等経費が、約 42.6 億円と試

算されていることや、物価上昇や社会情勢の変化などを踏まえ、基金目標額を 45～50

億円程度とします。 
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第 4章 今後の展開 

1 計画の実践に向けた取組 

(1) 豊川市公共施設中長期保全計画に基づく事業の流れ 

本計画の策定後は、公共建築物の効率的な維持管理を実践するために以下のフロー

に従い、事業を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 本計画に基づく事業実施フロー 

1．長寿命化＊対象施設 

2．劣化点検 

毎年度実施 

【部位毎診断】 

 

3．施設所管課・施設管理者への 

アンケート・ヒアリング調査 

毎年度実施 

5．豊川市公共施設中長期保全計画へ反映 

6．保全計画書の実施・見直し 

豊川市公共施設中長期保全計画 

・建築物点検マニュアル 

・法定施設情報として 

一元管理する資料 

 （法定点検結果） 

活用資料 

4．調査結果の集約 

豊川市中期財政計画との連携 第 2期豊川市公共施設適正配置計画との連携 

工事優先順位に基づき抽出 
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(2) 対象施設の見直しと劣化調査の実施サイクル・結果の反映 

本計画では、長寿命化＊対象施設の見直しを毎年適宜実施し、施設総量縮減に向け、

施設のあり方の継続的な見直しを図ります。長寿命化＊対象施設については、継続的

に劣化調査を行い、本計画に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2期豊川市公共施設総合管理計画の公共建

築物（保全計画対象施設） 

庁舎・学校・保育園・公民館・図書

館・体育館など（187施設 386棟) 

CB造、木造の築 30年以上経過した 

施設は事後保全＊とする（4棟） 

豊川市中長期保全計画の保全計画対象施設 

庁舎・学校・保育園・公民館・図書

館・体育館など（382棟) 

第 2期豊川市公共施設適正配置計画の進捗、 

公共施設構造体＊耐久性調査の継続 

対象施設の継続的な見直しを実施 

それぞれの計画に

見直しサイクルに

あわせて反映 
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(3) 次年度整備計画の策定手順及び予算化 

本計画に基づく次年度整備計画の策定手順及び予算化は、以下の流れで実施してい

きます。 

①施設劣化点検 

供用中の施設について劣化点検を行い、劣化度を評価します。 

調査結果は、データベースに記録します。 

②工事優先度の評価 

工事優先度＊の計算式に基づき、施設の工事優先度＊の評価を行います。 

所管課への予算要求の意向調査を行い、次年度整備計画を立てます。 

③予算要求 

所管課より財政課へ予算を要求します。 

④査定・内示 

工事優先度＊を考慮しながら実施工事を決定します。 

⑤工事の実施（翌年度） 

施設の延命化、長寿命化＊のための工事を実施します。 

⑥工事情報の蓄積（前年度分） 

実施された工事内容をデータベースに記録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②工事優先度＊の評価 

⑤工事の実施（翌年度） 

⑥工事情報の蓄積（前年度分） 

①施設劣化点検 

工事発注 

財産管理課 

所管課 

【担当課 凡例】 

財産管理課 

財政課 

図表 本計画に基づく次年度整備計画の策定手順及び予算化のサイクル 

③予算要求 

④査定・内示 
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(4) 施設情報の一元管理の方法 

施設情報の関連資料のうち、保全計画システムは、ヒアリング調査、修繕履歴等の

データ管理、更新による全庁的一元管理を継続して行います。資産経営システムは、

公共建築物実態調査（アンケート調査）による利用状況等の把握や、修繕履歴等を利

用しながら予算の平準化＊を考慮した適切な時期での工事実施の検討に利用し、相互

の連携を図ります。なお、図面等の紙ベース資料の電子化については、今後の取り組

み課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 公共施設実態調査（アンケート調査）                 

施設の利用状況、収支状況について把握するため、各所管課に対して毎年のアンケ

ート調査を行います。アンケート調査は共通の様式で行い、資産経営システムに入力

して一元管理することで施設間での比較を行い、情報の共有化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産経営システム 保全計画システム 

ヒアリング調査 

工事、修繕履歴 

アンケート調査 

アンケート番号 0 調査年度 H 27 記入シート
●アンケート毎に管理番号を付す(初回は１）

１．記入年月日 ●yyyy/mm/ddで記入してください。

２．所管課 名称 福祉課 ●入力済みですが、変更がある場合は入力してください。

３．記入者 ●記入者のお名前を記入してください。

４．記入者連絡先 所管課署名 ●記入者の連絡先を記入してください。

電話番号

ファックス番号

電子メール

１．台帳番号 5 5 ８．
施設種別コー
ド

5 ※台帳番号は、公有財産管理システム施設コード(入力済み）

２．名称 東部地域福祉センター ９．
施設種別名

福祉施設 ※名称は、公有財産管理システム施設名称(入力済み）

３．開設年月日 ●ｙｙｙｙ/mm/ddで記入してください。
●施設の用途変更があった場合は用途変更のあった日付をご記入く
ださい。（建物の竣工日と異なっても構いません）

４．設置根拠法令

５．設置条例名称

６．設置目的

７．主な利用者 ●利用対象者名が定められている場合は、その利用者を、
定められていない場合は、主な利用者を記入してください、

施設に関するアンケート

変更ありの場合

Ⅱ　施設の基本情報　※青色のセルは入力不要

Ⅰ　フェイスシート ※青色のセルは入力不要

条例設置の場合のみ

●設置目的を記載してください。
●設置目的が条例や法令に明記されている場合は、当該条例・法令
名および条番号を記入してください。
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② ヒアリング調査 

施設管理者へのヒアリング調査は、公共施設実態調査におけるアンケート票の記載

内容の確認を行うとともに、日常的な建物の運用の中で発生している不具合や劣化に

ついての情報を収集し、工事優先順位の検討に役立てます。 

 

【ヒアリング内容】 

・アンケート調査に表れない不具合事項の把握 

・施設管理者の気になる点や不安に思っている内容 

・日常管理のポイント など 

 

 

③ 施設情報として一元管理する資料 

これまでに各所管課から収集・整理した資料等について、効率的な維持管理を実践して

いくために、施設情報として一元管理し、情報の蓄積を図ります。一元管理する施設情報

資料について、以下に整理します。なお、スキャンデータは、今後、資料ごとに必要な項

目を検討していきます。 

 

 

 

データ管理 原紙保管

更新なし 確認申請関係図

※確認済証
※検査済証
※建築許可
※消防検査など

スキャンデータ
を保管

（共有フォルダ）
所管課

更新なし 竣工図書
※設計図面
※竣工図面

スキャンデータ
を保管

（共有フォルダ）
所管課

定期報告・検査・消防検査
などの実施状況報告書

※自家用電気工作物保安管理
※消防用設備等保守点検　　　など

スキャンデータ
を保管

（共有フォルダ）
所管課

昇降機等建築設備法定検査
の実施状況報告書

※エレベーター保守点検
スキャンデータ

を保管
（共有フォルダ）

所管課

１年ごとの更新資料
防火設備（シャッター・扉等）
の点検状況報告書

※消防設備点検結果報告など
スキャンデータ

を保管
（共有フォルダ）

所管課

外壁調査報告書
スキャンデータ

を保管
（共有フォルダ）

所管課

給排水配管などの調査報告書
スキャンデータ

を保管
（共有フォルダ）

所管課

設備機器の異常等の報告書
※空調機器保守点検
※簡易専用水道清掃作業

スキャンデータ
を保管

（共有フォルダ）
所管課

法令違反などの把握状況
※建築基準法
※消防法　　　など

スキャンデータ
を保管

（共有フォルダ）
所管課

工事、修繕などの実施履歴

※内装、外装などに関するもの
（例：床改修）
※給排水に関するもの
（取替工事など工事名で判断）

保全計画
システム

所管課

更新なし 耐震診断報告書
スキャンデータ

を保管
（共有フォルダ）

所管課

１年又は３年ごとの
更新資料

随時更新資料

施設情報として一元管理する資料

資料更新の有・無 施設情報資料 参考書類
保管場所
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2 計画推進の課題 

(1) 財政状況と照らし合わせた事業の検討 

本計画における年次計画は、毎年度の修繕工事の実施状況や点検結果を踏まえ、予算編成

と連動しつつ、適宜修正を行います。工事の手法は、年次計画の進捗状況と予算を照らし合

わせながら、関連する部位について工事をあわせて実施する等の合理的な工事手法の検討を

行い、実効性の高い計画を目指します。 

図表 年度毎の予算と各施設の修繕工事進捗状況の管理表（例） 

更新年度 令和 9年 令和 10年 

対象施設 

校舎 A（工事実施） 

校舎 B（工事実施） 

校舎 C（一部令和 10年へ） 

校舎 C一部（令和 10年予定） 

校舎 D（令和 10年予定） 

校舎 E（令和 10年予定） 

計画費用 ○○○○○円 □□□□□円 

年度予算 △△△△△円 □□□□□円 

差 額 ●●●円 ‐円 

(2) 日常的な維持管理による長寿命化と事業費の軽減 

平成 28 年 8 月策定の「建物の日常的な維持管理手引き」は、日ごろの施設利用にあたっ

て、損傷規模が拡大し大きな修繕工事に至ることを未然に防ぐことを目的としております。

日常的な維持管理を適切に実施することで施設の健全性が適切に維持され、工事優先度＊が

低くなることで施設の日常修繕や大規模改修＊の実施時期を最適化でき、施設の長寿命化＊

による事業費の軽減が図れます。 

この効果は、今後実施する施設の点検で健全度を確認し、年次計画に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建

替 

日

常 

大

規

模 

日

常 

大

規

模 

日

常 

【建物の日常的な維持管理の実施による修繕工事の最適化、長寿命化イメージ】 

健全度が適切に維持されることで工事優先度＊が下がり、修繕の最適化、長寿命化が図れます。 

 ～「建物の日常的な維持管理手引き」の内容～ 

図 屋上に苔が生えている 

（御津庁舎） 
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(3) 計画の推進に向けて 

公共施設の安全・安心に利用できる状態を維持するため、耐震性＊が確保されてい

ない施設の耐震化を進めるとともに、本計画で示した施設の長寿命化＊や単年度当た

りのライフサイクルコスト＊の縮減を基本とし、第Ⅲ期においても、維持保全＊に向け

て各公共建築物の耐用年数＊や毎年度の工事の実施状況、劣化状況等を常に把握する

必要があります。そのために、以下の事項を推進していきます。 

 

a)公共建築物に関する情報の一元管理 

公共建築物に関する情報の全庁的一元管理を行います。各施設の台帳のデータベ

ース化を継続し、修繕履歴等の情報入力の実施体制の確立による、データベースの

管理・運用について、所管課等と財産管理課が連携して行っていきます。 

 

 

b)計画の推進体制 

公共建築物の管理については、引続き財産管理課を中心に、所管課、建築課及び

財政課と連携して、全庁的に公共建築物のマネジメントを推進します。 

また、施設管理者と技術職員がワーキンググループなどを通して連携を図り、互

いに公共建築物の状態を把握しながら進捗の管理等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産管理課 

○施設劣化調査の実施 

○施設の工事優先度評価 

○工事実施計画の立案・見 

直し 

財政課 

○効率的な予算執行 

○中期財政見通し 

 

 

予算調整 

建築課 

○工事実施計画による工事 

見積り 

○工事の監理 

 

予算見積依頼 

予算見積 

・工事実施計画の調整 

・予算見積に関する調整 

 

所管課 

○日常点検の実施 

○修繕履歴の入力 

○工事の実施 

 

予
算
要
求 

予
算
内
示 

・公共建築物実態調査 

 （アンケート調査） 

・ヒアリング 

・予算要求に関する調整 

・現地確認 
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c)人材の育成 

公共建築物の適切な維持保全＊に向け、技術職員の専門知識の蓄積、点検や修繕等

に関する技術力向上に努めます。社会動向や市の財政状況を勘案しつつ、専門分野

の業務や行政ニーズを把握し、ファシリティマネジメントに関する職員研修を実施

するなどして、的確に組織的な対応を取れるマネジメント能力に優れたリーダー的

な職員の育成など、将来の技術職員の採用を含めた中長期的な視点に立った人材育

成を進めていきます。 

また施設所管課や施設管理者に対して、施設の長寿命化＊に向けた日常的な維持管

理研修会等を実施していきます。 

 

 

d)実現可能な年次計画（5ヵ年-15ヵ年） 

本計画で示した平準化＊試算グラフは、公共建築物の長寿命化＊に向けた施設保全

の考え方の基礎となります。しかし、長期的な視点で示していることなどにより、

引続き施設の劣化状況等に応じた優先度評価結果に基づき、緊急性の高い施設から

順に保全を行います。 

また、各年度に実施する工事の総量は、本市の財政状況や劣化状況等に応じて調

整し、中期的な保全計画＊を立て、直近 5 年間は短期的な保全計画＊として抽出し、

保全計画＊が適切に執行できるよう、各年度の財政や施設状況に応じて見直しを行い

ます。 

 

 

e)PDCAサイクル 

施設の劣化調査や施設管理者による日常点検等を適切に実施し、必要な対策を行

うとともに、計画に基づき実施した予防保全＊の結果等の情報を適切に管理・蓄積し、

次の点検・診断に活用するＰＤＣＡサイクルを引続き推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～公共建築物の 

保全計画について～ 
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ｆ)公共施設の再編等との連携 

公共施設の再編にあたっては、経営的な視点から検討を行い、保有面積の縮減に

向け、第 7次豊川市総合計画＊や第 2期豊川市公共施設適正配置計画および第 2期豊

川市公共施設等総合管理計画＊との連携を図りながら進めます。 

 

【モデル事業の取組み】 

機能の複合化や多機能化の効果、または施設整備にあたっての民間のノウハウの

活用の効果等、今後の公共施設マネジメントの実施にあたっての具体的な検証およ

びその手法の有効性を確認するために、第 2 期豊川市公共施設適正配置計画で示し

たリーディング事業を推進します。 

 

第 2期豊川市公共施設適正配置計画における 9つのリーディング事業 

 

 

ｇ）公民連携 

PPP・PFI 等の民間の資金とノウハウを活用し、効率的かつ効果的な公共サービス

の提供に向けた検討を行い、新たな公共の担い手への事業移管を推進し、市民サー

ビスの維持、向上を図ります。 

近年では、公民連携による公共建築物の複合化や多機能化の事例が全国的に見ら

れるため、本市においても、「豊川市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程」を踏まえた

公民連携の推進を積極的に検討していきます。 
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【語句説明】50音順 

用 語 説 明 

あ行 

維 持 保 全 
既存建築物の初期の性能及び機能を維持するために行う行為。 

 

イ ン フ ラ 
インフラストラクチャーの略で、水道や道路網などの社会基盤。 

 

か行 

旧 耐 震 基 準 

建築基準法の昭和 55年改正前の基準によるもので、昭和 56年 6月 1日

よりも前に着工した建築物に適用されている。震度 5強程度の中規模地震

に対して耐震性を有する。 

公 共 施 設 等 

総 合 管 理 計 画 

地方自治体が所有する全ての公共施設等（学校、河川、道路等）を対象

に、地域の実情に応じて、総合的かつ計画的に管理する計画。 

工 事 優 先 度 
保全計画の作成に際して、大規模改修や修繕等を行う際の優先性を評価

するために劣化状況や重要性から設定する指標。 

更 新 

劣化した部位・部材や機器等を同性能・同仕様の新しい物に取り替える行

為。（例）建築部位：吹付けタイル（既存）→吹付けタイル（新規）、設備機

器：空調機（既存）→空調機（新規） 

構 造 体 
柱やはりなど建物の長寿命化に直接影響する建物自体の荷重や地震や風

などの外力を支える各部材。 

さ行 

事 後 保 全 
施設あるいは部位が壊れてから直すという何か事が起きてから対応する保

全方法のこと。 

新 耐 震 基 準 

建築基準法の昭和 55年改正後の基準によるもので、昭和 56年 6月 1日

以降に着工した建築物に適用されている。震度 6強～7程度の大規模地

震に対しても、倒壊（崩壊）して人命に危害を及ぼすことのない程度の耐震

性を有する。 

総 合 計 画 
令和 8年度から令和 17年度を計画期間として第 7次総合計画が策定さ

れている。市の最上位計画。 

た行 

大 規 模 改 修 

建物の基本性能を維持するために予防保全的に実施される工事。本計画

においては、劣化による内容に限ることとし、機能向上に資する内容は含ま

ないものとする。 

耐 用 年 数 
建物の寿命としての年数のこと。法定耐用年数、物理的耐用年数、機能的

耐用年数、経済的耐用年数の 4種類がある。 

地 方 交 付 税 

地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地

方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、

酒税及び消費税のそれぞれ一定割合の額及び地方法人税の全額を、国

が地方公共団体に対して交付する税。 

地 方 債 
地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負

担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるもの。 

長 寿 命 化 
計画的に改修することで、建物の構造体の劣化が進行を遅らせ、長期間使

用すること。 

投 資 的 経 費 
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など社会資本整備などに要す

る経費。 

豊川市 PPP/PFI

手法導入優先的

検 討 規 程 

公共事業を行う際に、民間活力（PPP/PFI）の導入について、検討するため

の手続きを定めたもの。 
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用 語 説 明 

は行 

扶 助 費 

性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種

法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種

扶助に係る経費。 

物 理 的 な 

耐 用 年 数 

材料・部品・設備が劣化して建物の性能が低下することによって決定される

年数。 

平 準 化 
年度毎にバラつきのある費用を予算の制約等の条件により、一定程度に均

す作業。 

法 定 耐 用 年 数 
税務上、減価償却率を求める場合の基となる建物の耐用年数。（財務省令

別表に記載） 

保 全 計 画 
建物を安全・安心に使用できるよう良好な状態を確保するために必要な維

持・修繕等の内容や実施時期を定めた計画。 

や行 

予 防 保 全 

施設を長寿命化するための保全管理の方法で、建物及び設備の異状の有

無や兆候を事前に把握・予測することで計画的に改修を行い、故障による

停止や事故を防ぎ、建築物の部材を適切に保全する方法。 

ら行 

ラ イ フ サ イ クル 

コ ス ト 

計画・設計・施工から、その建物の維持管理、最終的な解体・廃棄までに要

する費用の総額。イニシャルコストとランニングコストに分けられる。 

ランニングコスト 
建物を維持・管理・運営していくために必要となる費用。 
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資-1 庁内検討会議の経緯 

豊川市公共施設中長期保全計画の策定に際し、ファシリティマネジメント推進会議

および、ファシリティマネジメント推進会議アドバイザーとの連携により、検討を重

ねました。 

 

【開催状況】 

 豊川市ファシリティマネジメント 

推進会議 

第 1回 令和 7年 7月 15日 

第 2回 令和 7年 10月 31日 

第 3回 令和 8年 2月 12日 

 

【豊川市ファシリティマネジメント推進会議アドバイザー】 

区 分 所 属 氏 名 

学識経験者 豊橋技術科学大学 教授 浅野 純一郎 

学識経験者 名古屋大学大学院工学研究科 教授 恒川 和久 

学識経験者 豊橋技術科学大学 教授 杉木 直 
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資-2 構造体耐久性調査について 

 

(1) 調査方法 

＜調査の目的＞ 

既存施設の長寿命化に向けて、この先いつまで使用することができるか、構造体の

劣化の程度からその耐久性を調査することを目的に公共施設構造体耐久性調査を実施

しました。 

 

＜調査対象施設＞ 

主に、概ね築 30 年以上で延床面積が 500 ㎡以上の鉄筋コンクリート造（以下、RC

造）ものを対象に調査を行いました。調査対象施設数は、87施設 124棟（内、鉄骨造

（以下、S造）は 6施設 6棟） 

＜調査の方法と概要＞ 

■ RC造 

 

RC造の構造体耐久性評価は、鉄筋腐食、コンクリート中性化による劣化度を用いて

行います（コンクリート塩化物量は除外）。コンクリート圧縮強度による劣化度は、

構造体耐久性に加味しませんが、耐震性能の係わる項目であり、耐震性能の評価に用

います。 

判定基準は以下のとおりであり、「鉄筋腐食による劣化度」と「コンクリート中性

化による劣化度」をそれぞれ 4 段階で評価し、区分 1 から 3 の 3 ランクとして判定し

ます。 

 

図表 構造体耐久性評価（RC造） 

ランク 残存耐用年数 改修手法 

区分 1 40年程度以上 大規模改修に適する 

区分 2 20年程度以上 中規模改修に適する 

区分 3 20年程度未満 改築あるいは全面的な補修の検討が必要である 

 

図表 鉄筋腐食による劣化度（RC造） 

 鉄筋腐食による劣化度 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

コンクリート中性化 

による劣化度 

Ⅰ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅱ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅲ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅳ 区分 2 区分 2 区分 3 区分 3 

※劣化度判定：Ⅰ（ほとんどなし）Ⅱ（軽度）Ⅲ（中度）Ⅳ（重度） 
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■ S造 

S 造の構造体耐久性調査は、鉄骨腐食、座屈状況、接合状況・方式等による劣化度

を用いて行います。 

判定基準は次頁のとおりであり、「鉄骨腐食、座屈状況、柱の傾斜状況、不同沈下

量、接合状況・方式、火災による疲弊度」の点数化と、さらに「断面欠損柱存在率」

用いて評価し、区分 1から 4の 4ランクとして判定します。 

 

図表 構造体耐久性評価（S造） 

ランク 点数 
断面欠損

柱存在率 
残存耐用年数 改修手法 

区分 1 60点以上  
30年以上 

（原価償却年数） 
大規模改修に適する 

区分 2 1,3,4以外  10年以上 中規模改修に適する 

区分 3 50点未満 
1%～50% 

未満 
10年未満 

改築あるいは全面的な補

修の検討が必要である 

区分 4 50点未満 50%以上 寿命  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査中 
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構造体耐久性調査の流れ 

コンクリート壁のコア抜き 
採取したコンクリート（コア）

について圧縮強度試験・中性化

試験を実施 

コンクリート内の鉄筋について

被り寸法・腐食度調査を実施 

ＲＣ造の建物は、アルカリ性のコンクリートに保

護されていることで鉄筋の腐食（さび）を防ぎ、

コンクリートの中性化が進行することで（アルカ

リ性⇒酸性）、鉄筋が腐食する可能性があります。 

コア抜き作業とともに、はつり作業から

鉄筋の腐食を目視で確認します。 

コンクリートの圧縮強度試験 

■構造体耐久性調査(RC造)のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■構造体耐久性調査(S造)のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートの中性化試験 鉄筋の腐食度調査（腐食無） 

鉄筋の腐食度調査（腐食有） 

接合方法調査 

鉄骨腐食度調査（小さな錆） 

鉄骨腐食度調査 

（ベースプレート腐食進行） 

（アンカーボルト小さな錆） 

柱の傾斜調査 

柱の座屈調査 

壁を取り外して調査 

防錆措置（塗膜処理）が施されている場合

でも、防錆塗膜が劣化し錆が生じ始める

と、劣化した塗膜の存在により局部的な腐

食が進行します。裸の鉄骨より早い！ 
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(2) 調査結果一覧表 

調査の結果、5 施設が「改築あるいは全面的な補修の検討が必要である」区分 3 に該当し、

構造体*の耐久性に関して残存耐用年数が 20年程度（S造は 10年）未満であると判定されま

した。 

また、区分 3 に該当する施設のうち詳細調査を実施していない施設については、必要に応

じて詳細調査の実施を検討いたします。 

 

図表 構造体耐久性調査結果一覧（ 1 ） 

施設名 棟名 
建築 

年度 

評価 

区分 

鉄筋 

腐食 

中性 

化 

圧縮 

強度 

豊川市役所 
本庁舎（詳） 1969 3 Ⅲ Ⅳ Ⅲ 

北庁舎（詳） 1985 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

一宮支所 庁舎 1973 1 Ⅱ Ⅲ Ⅲ 

御津支所 庁舎 1976 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

音羽庁舎 

（音羽文化ホール含む） 
庁舎、音羽文化ホール 1998 1 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

勤労福祉会館 会館（詳） 1979 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

文化会館 会館（詳） 1977 3 Ⅲ Ⅲ Ⅰ 

社会福祉会館 会館 1980 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

小坂井文化会館 会館 1994 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

御津文化会館 会館 1994 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

一宮生涯学習センター 生涯学習センター 1986 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

御津生涯学習センター 生涯学習センター 1974 2 Ⅱ Ⅳ Ⅰ 

音羽生涯学習センター 
生涯学習センター(詳) 1980 

1 
Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

躯体改修部 2002 － Ⅰ Ⅰ 

西部地域福祉センター 福祉センター 1975 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

御油生涯学習センター 
生涯学習センター 

（詳-施設） 
1973 2 Ⅱ Ⅳ Ⅲ 

牛久保生涯学習センター 生涯学習センター 1975 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

豊川生涯学習センター 生涯学習センター 1976 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

八南生涯学習センター 生涯学習センター 1979 1 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

小坂井文化センター 隣保館 1980 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

赤坂台地区市民館 市民館 1975 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

西方地区市民館 市民館（詳） 1972 1 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 

御馬地区市民館 市民館 1985 1 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 

広石地区市民館 市民館 1983 1 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

武道館 武道館 1977 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

御津体育館 体育館 1983 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

総合体育館 体育館 1990 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

消防署本署 消防署 1977 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

消防署東分署 消防署 1981 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

消防署西分署 消防署 1984 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

  （詳）：詳細調査を実施  （詳-施設）：施設所管課にて詳細調査を実施 
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図表 構造体耐久性調査結果一覧（ 2 ） 

施設名 棟名 
建築 

年度 

評価 

区分 

鉄筋 

腐食 

中性 

化 

圧縮 

強度 

保健センター 保健センター 1980 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

御津北部保育園 園舎 1978 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

国府保育園 園舎 1981 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

八南保育園 園舎 1979 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

千両小学校 
校舎 1 1977 1 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

校舎 2 1978 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

牛久保小学校 校舎 1（詳） 1980 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

桜町小学校 
校舎 1 1969 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

校舎 2 1976 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

天王小学校 校舎 1 1973 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

八南小学校 普通・特別教室棟 1980 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

三蔵子小学校 
教室棟 1965 1 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 

管理棟 1972 1 Ⅰ Ⅲ Ⅲ 

中部小学校 

校舎 1（詳） 1961 3 Ⅲ Ⅳ Ⅳ 

校舎 2 1968 1 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

校舎 3 1970 2 Ⅰ Ⅳ Ⅲ 

校舎 8 1987 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

国府小学校 

校舎 1 1966 2 Ⅱ Ⅳ Ⅰ 

校舎 2 1970 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

校舎 3（詳） 1972 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

桜木小学校 

校舎 1 1971 2 Ⅰ Ⅳ Ⅰ 

校舎 2 1979 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

校舎 4 1986 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

代田小学校 

校舎 1 1974 1 Ⅰ Ⅲ Ⅱ 

校舎 2 1975 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

校舎 3 1975 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

金屋小学校 

校舎 1 1975 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

校舎 3 1976 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

校舎 4 1976 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

豊小学校 
校舎 1 1982 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

校舎 2 1982 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

御油小学校 
校舎 1 1967 2 Ⅱ Ⅳ Ⅰ 

校舎 2 1968 1 Ⅱ Ⅰ Ⅲ 

  （詳）：詳細調査を実施 
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図表 構造体耐久性調査結果一覧（ 3 ） 

施設名 棟名 
建築 

年度 

評価 

区分 

鉄筋 

腐食 

中性 

化 

圧縮 

強度 

平尾小学校 校舎 1 1968 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

一宮東部小学校 

校舎 1 1960 2 Ⅰ Ⅳ Ⅲ 

校舎 2 1965 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

校舎 3 1980 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

一宮西部小学校 
校舎 1 1961 1 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

校舎 2 1966 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

一宮南部小学校 校舎 1 1975 1 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 

赤坂小学校 
校舎 1 1979 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

校舎 2 1979 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

長沢小学校 校舎 1969 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

小坂井東小学校 
校舎 1 1956 2 Ⅱ Ⅳ Ⅰ 

校舎 3 1975 1 Ⅰ Ⅲ Ⅱ 

小坂井西小学校 

北校舎 1 1958 1 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 

北校舎 2 1972 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

管理棟・南校舎（詳） 1973 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

御津北部小学校 教室棟 1969 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

御津南部小学校 校舎（詳） 1973 2 Ⅰ Ⅳ Ⅲ 

代田中学校 

校舎 1 1973 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

校舎 2 1972 2 Ⅰ Ⅳ Ⅰ 

校舎 3 1973 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

西部中学校 
校舎 1 1973 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

校舎 2 1974 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

東部中学校 校舎 1 1978 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

南部中学校 校舎 3 1984 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

中部中学校 校舎 2 1977 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

金屋中学校 
校舎 1 1976 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

校舎 3 1977 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

音羽中学校 校舎 1 1970 1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 

御津中学校 

管理教室棟（詳） 1969 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

教室棟 1 1971 1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 

特別教室棟 1989 1 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 

小坂井中学校 

校舎 1 1954 1 Ⅰ Ⅲ Ⅳ 

校舎 2 1954 2 Ⅱ Ⅳ Ⅳ 

校舎 3 1960 2 Ⅱ Ⅳ Ⅳ 

  （詳）：詳細調査を実施 
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図表 構造体耐久性調査結果一覧（ 4 ） 

施設名 棟名 
建築 

年度 

評価 

区分 

鉄筋 

腐食 

中性 

化 

圧縮 

強度 

一宮中学校 
校舎 1 1982 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

校舎 2 1983 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

赤代住宅 
住宅（A棟） 1973 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

住宅（B棟） 1974 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

金屋住宅 住宅 1972 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

蔵子住宅 住宅 1973 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

東数谷原住宅 住宅 1978 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

東部住宅 住宅（A棟） 1981 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

豊川住宅 住宅 1976 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

野口住宅 
住宅（A棟） 1976 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

住宅（B棟） 1977 1 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 

平尾住宅 
住宅（A棟） 1979 1 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 

住宅（B棟） 1980 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

八幡住宅 住宅（A棟） 1977 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

赤代住宅 住宅（D棟） 1976 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

西豊住宅 住宅（B棟） 1983 1 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

第二曙住宅 住宅 1989 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

弥生住宅 住宅（A棟） 1988 2 Ⅰ Ⅳ Ⅰ 

睦美住宅 住宅（A棟） 1991 2 Ⅰ Ⅳ Ⅰ 

東部地域福祉センター 福祉センター（S造） 1975 2 － － － 

睦美保育園 園舎（S造） 1973 2 － － － 

牛久保保育園 園舎（S造） 1971 2 － － － 

東上保育園 園舎（S造） 1973 2 － － － 

萩保育園 園舎（S造） 1971 2 － － － 

旧こざかい児童館 

（学童保育小坂井フレンドクラブ等） 
児童クラブ室 1992 1 Ⅰ Ⅲ Ⅰ 

小坂井中保育園 園舎（S造） 1970 3 － － － 

  （詳）：詳細調査を実施 
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(3) 構造体耐久性調査評価結果別の今後の方針 

構造体耐久性調査結果の区分ごとに、下記の方針とします。 

 

① 区分 3【鉄筋の腐食が原因の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鉄筋腐食による劣化度 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

コンクリート中性

化による劣化度 

Ⅰ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅱ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅲ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅳ 区分 2 区分 2 区分 3 区分 3 

 

第 2 期豊川市公共施設適正配置計画において重点施設・拠点施設となる施設の

うち、個別の施設長寿命化計画の中で長寿命化施設として扱う場合は、再調査

を実施します。再調査の結果により、区分 1となれば、方針 1（Ａ）とします。

なお、第 2 期豊川市公共施設適正配置計画で複合化・機能移転などの対象とな

る施設、重点施設・拠点施設となる施設のうち、個別施設計画の中で、見直し

施設として扱う施設及び再調査の結果が区分 3 の施設の場合は、方針 2 としま

す。 

○鉄筋の状態確認 

（はつり調査） 
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調査） 

再調査方法 
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図表 今後の方針【区分 3:鉄筋の腐食が原因の場合】 
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区分 3 
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② 区分 3【鉄筋の腐食とコンクリート中性化による場合】 
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Ⅰ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅱ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅲ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅳ 区分 2 区分 2 区分 3 区分 3 
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再調査方法 
 

個別の施設長寿命

化計画と残存年数を

考慮しながら中性化
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など） 
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区分 2 

第 2 期豊川市公共施設適正配置計画において重点施設・拠点施設となる施設の

うち、個別の施設長寿命化計画の中で長寿命化施設として扱う場合は、再調査

を実施します。再調査の結果により、区分 2となれば、方針 3（Ａ）とします。

なお、第 2 期豊川市公共施設適正配置計画で複合化・機能移転などの対象とな

る施設、重点施設・拠点施設となる施設のうち、個別の施設長寿命化計画の中

で、見直し施設として扱う施設及び再調査の結果が区分 3 の施設の場合は、方

針 2とします。 

図表 今後の方針【区分 3：鉄筋の腐食とコンクリート中性化による場合】 

 

区分 3 

区分 3 

区分 3 
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③ 区分 2【コンクリート中性化による場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄筋腐食による劣化度 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

コンクリート中性

化による劣化度 

Ⅰ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅱ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅲ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅳ 区分 2 区分 2 区分 3 区分 3 
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化計画と残存年数を

考慮しながら中性化

の進行を抑制する処

置を施す。（外壁改修

など） 

方針 3（Ａ） 

 

個別の施設長寿命

化計画と残存年数を

考慮しながら中性化

の進行を抑制する処

置を施す。（外壁改修

など） 

方針 3（Ｂ） 
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方針 3の優先順位 

（Ａ）＞（Ｂ） 

区分 2 

区分 2 

第 2 期豊川市公共施設適正配置計画において重点施設・拠点施設となる施設の

うち、個別の施設長寿命化計画の中で長寿命化施設として扱う場合は、方針 3

（Ａ）とします。なお、第 2 期豊川市公共施設適正配置計画で複合化・機能移

転などの対象となる施設、重点施設・拠点施設となる施設のうち、個別の施設

長寿命化計画の中で、見直し施設として扱う施設の場合は、方針 3（Ｂ）とし

ます。 

図表 今後の方針【区分 2：コンクリート中性化による場合】 
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④ 区分 1 
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Ⅰ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅱ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅲ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅳ 区分 2 区分 2 区分 3 区分 3 
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方針 1の優先順位 

（Ａ）＞（Ｂ） 

区分 1 

区分 1 

豊川市公共施設適正配置計画において重点施設・拠点施設となる施設のうち、

個別の施設長寿命化計画の中で長寿命化施設として扱う場合は、方針 1（Ａ）

とします。なお、豊川市公共施設適正配置計画で複合化・機能移転などの対象

となる施設、重点施設・拠点施設となる施設のうち、個別の施設長寿命化計画

の中で、見直し施設として扱う施設の場合は、方針 1（Ｂ）とします。 

図表 今後の方針【区分 1】 

 

区分 1 
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(4) コンクリート圧縮強度が基準値未満の施設の今後の取組方法 

構造体耐久性調査結果の区分 1 又は区分 2 の施設で、コンクリート圧縮強度が評価

Ⅲ又は評価Ⅳについては、重要性などを考慮したうえで、必要に応じて耐震性能の調

査も検討していきます。 
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